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市民福祉委員会記録 
 

○開催日時 

平成２８年９月２１日 午前９時５８分～午後３時５分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第２委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（７人） 

   委 員 長  永 山 伸 一 

   副委員長  中 島 由美子 

   委  員  上 野 一 誠 

委  員  橋 口 博 文 

委  員  福 田 俊一郎 

委  員  森 永 靖 子 

委  員  森 満   晃 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   監 査 委 員  桑 原 道 男 

───────────────── 

   市 民 福 祉 部 長  春 田 修 一 

   市 民 課 長  榊   順 一 

  環 境 課 長  内 田 泰 二 

   川内クリーンセンター所長  原   暢 幸 

   市 民 健 康 課 長  檜 垣 淳 子 

   保 険 年 金 課 長  西 田 光 寛 

障害・社会福祉課長  有 西 利 朗 

高齢・介護福祉課長  橋 口 浩 文 

保 護 課 長  小 原 雅 彦 

子 育 て 支 援 課 長  知 識 伸 一 

───────────────── 

総 務 部 長  田 代 健 一 

税 務 課 長  堂 元 清 憲 

収 納 課 長  有 村 辰 也 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   議 事 調 査 課 長  道 場 益 男 議 事 グ ル ー プ 員  柳   裕 子 

───────────────────────────────────────── 
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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所  管  課 

議案第１３４号 決算の認定について（平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

環 境 課 

川内クリーンセンター 

市 民 課 

議案第１３４号 決算の認定について（平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

議案第１４５号 決算の認定について（平成２７年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施 

設勘定特別会計歳入歳出決算） 

市 民 健 康 課 

議案第１３４号 決算の認定について（平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

議案第１４４号 決算の認定について（平成２７年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算） 

議案第１４７号 決算の認定について（平成２７年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出決算） 

保 険 年 金 課 

（ 市 民 健 康 課 ） 

（ 税 務 課 ） 

（ 収 納 課 ） 

議案第１３４号 決算の認定について（平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 障 害 ・ 社 会 福 祉 課 

議案第１３４号 決算の認定について（平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

議案第１４６号 決算の認定について（平成２７年度薩摩川内市介護保険事業特別会計歳

入歳       出決算） 

高 齢 ・ 介 護 福 祉 課 

（ 市 民 健 康 課 ） 

議案第１３４号 決算の認定について（平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 
保 護 課 

子 育 て 支 援 課 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（永山伸一）ただいまから、市民福祉

委員会を開会いたします。 

 まず、審査日程についてお諮りします。本委員

会は、本日から２日間にわたり審査を行いますが、

お手元に配付しております審査日程により審査を

進めることとし、本日はおおむね障害・社会福祉

課まで審査を行い、明後日、２３日は高齢・介護

福祉課から子育て支援課までを審査することとし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「できるところまで」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）できるところまでという

ことでよろしいですか－はい、わかりました。

では、当局への連絡もありますので、じゃ行ける

ところまでということでですね。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）はい、そのようにいたし

ます。では、そのように審査を進めます。 

 なお、環境課と川内クリーンセンターは、同時

に審査を行います。 

 ここで、本日からの審査に当たって留意事項を

申し上げます。 

 まず、審査は決算認定議案のみを行い、所管事

務調査は行いませんので、質疑をされる場合は、

決算と関連したものとなるよう御留意ください。 

 また、各課の審査の冒頭に、部長から決算の概

要として主要施策の成果の概要説明を受けた後、

課長等から決算内容の説明を受けることとしてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ、傍聴の申し出はありませんが、

会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長

において随時許可します。 

────────────── 

△議案第１３４号 決算の認定について 

（平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入歳 

出決算） 

○委員長（永山伸一）それでは、議案第

１３４号決算の認定について（平成２７年度薩摩

川内市一般会計歳入歳出決算）を議題とします。 

────────────── 

△環境課・川内クリーンセンターの審査 

○委員長（永山伸一）まず、環境課及び川内ク

リーンセンターの審査を行います。 

 初めに、決算の概要について、部長に説明を求

めます。 

○市民福祉部長（春田修一）おはようございま

す。本日と２３日の決算審査につきましては、よ

ろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

 さて、環境課の概要説明の前に、資料はござい

ませんが、簡単に市民福祉部全体の決算について、

数値等について報告させていただきます。 

 部の所管の決算額につきまして、一般会計では

２００億１,３８１万２,４９５円で、執行率は

９２.８％でございます。四つの特別会計がござい

ま す が 、 合 計 額 で ２ ５ ７ 億 ９ , ６ ５ ４ 万

４,９２６円で、執行率は９５.４％となっており

まして、二つを合わせますと、総額としまして

４５８億１,０３５万７,４２１円で、執行率が

９４.２％となったところでございます。 

 なお、繰越明許費につきましては、年金生活者

等支援臨時給付金、保育所の整備交付金事業等で

４ 事 業 ご ざ い ま し て 、 ８ 億 １ , ０ ３ ２ 万

３,０００円を繰り越しております。 

 主な事業につきましては、この後、主管課のほ

うから詳しく説明させていただきますが、平成

２７年度におきましては、生活困窮者の自立支援

事業、子ども・子育て支援制度、そして第６期介

護保険制度、それと個人番号カード、いわゆるマ

イナンバー制度の開始など、新たな制度が開始さ

れておりまして、これらの周知、あるいは支援を

開始したところでございます。 

 また、地域包括ケアシステム、２０２５年問題

が国のほうでは取り上げられておりまして、その

構築に向けまして、在宅医療支援センター、権利

擁護支援センターを設立したほか、認知症の初期

集中支援チームを発足させたり、介護予防元気度

アップ事業の拡充を行ったところでございます。 

 環境につきましては、木場茶屋の最終処分場の

跡地利用、そして川内クリーンセンター最終処分

場の再生事業に着手したほか、下甑地域のし尿等

の島外搬出を行ったところでございます。 

 それでは、環境課及びクリーンセンターの決算

の概要につきまして、決算附属書に基づき、概要

を御説明させていただきます。 

 附属説明書の４７ページをお開きいただきたい

と思います。 

 ４７ページでございますが、まず１の環境保全
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対策の推進におきましては、環境基本計画、自然

保護条例及び環境保全条例の見直し等に係ります

環境審議会を開催したところでございます。 

 また、川内及び下甑地域のウミガメ保護対策及

びベッコウトンボの生息地でございます藺牟田池

の環境保全並びにラムサール条約登録１０周年記

念イベント時の花鉢配布や快適環境づくり補助金

の交付と花いっぱいまちづくり推進事業を実施い

たしました。 

 ４８ページの２、公害対策の推進におきまして

は、河川の水質検査、事業所の悪臭測定のほか、

騒音・振動、ダイオキシン類の測定調査を実施し

たところでございまして、結果としましては、水

質関係では春田川が、騒音関係については３地点

で基準の超過が見られたものの、おおむね良好ま

たは基準値内でございました。 

 なお、苦情件数は、４９ページの一番上でござ

いますが、１１１件ということで、年々減少して

きているところでございます。 

 次に、４９ページ、３のごみの適正な処理にお

きましては、廃棄物の排出抑制、衛自連、あるい

は環境美化推進員等の連携によりますごみの不法

投棄、環境美化対策を実施したところでございま

す。 

 ４のリサイクルの推進では、リサイクル推進員

との連携を図りながら、ごみの減量、再資源化の

推進を行ったところでございます。 

 次に、５０ページの５でございます。ごみ処理

施設の適正な維持管理では、最終処分場及び甑島

地域の３クリーンセンターの適正な維持管理に努

めたところでございます。 

 なお、木場茶屋最終処分場におきましては、閉

鎖までの有効利用策として、太陽光発電事業者に

２０年間の貸し付けを行ったところでございます。 

 ５１ページでございますが、７の狂犬病予防対

策の推進では、犬の新規登録の啓発、予防接種率

の向上に努めたところでございます。 

 ８のし尿処理施設の適正な維持管理では、し

尿・浄化槽汚泥の適正処理を行っております。 

 なお、昨年１０月からでございますが、下甑地

域のし尿等につきましては、川内汚泥再生処理セ

ンターへ搬出を行い、処理を開始したところでご

ざいます。 

 ５２ページの９の葬斎場・市営墓地の管理では、

４葬斎場及び８市営墓地の適正な維持管理を行っ

たところでございまして、１０の公共施設の災害

復旧では、川内葬斎場やすらぎ苑外５件の災害復

旧工事を実施したところでございます。 

 引き続き、川内クリーンセンターについて御説

明をさせていただきます。 

 同じく、決算附属書の５３ページでございます。 

 川内クリーンセンターでは、一般家庭ごみの適

正な収集運搬の実施及び可燃ごみ、不燃ごみ、粗

大ごみの処理を進め、資源ごみにつきましては、

減容処理を行ってきたところでございます。 

 ごみの搬入量は２万８,３７７トンでございまし

て、昨年度と比較しますと、２８９トンの増加と

なったところでございますが、台風１５号により

ます災害ごみの搬入が２３３.４トンあったことか

ら、これを差し引きますと、５６トンの増となっ

ており、ほぼ横ばいではないかというふうに考え

ております。その処理数につきましては、説明書

のとおりでございます。 

 ５４ページでございますが、施設について、計

画的な維持補修を行いながら、ごみ減量化を啓発

するため、小・中学校や地区コミの研修視察

４２件、１,１２４人の受け入れを行ったところで

ございます。 

 なお、最終処分場の再生事業を平成２７年度よ

り開始したところでございまして、（４）のとこ

ろでございますが、２,１６３トンの搬出、これは

県外でございますが、搬出を行ったところでござ

います。 

 以上、環境課及び川内クリーンセンターの主要

施策の成果について概要の説明を終わりますが、

決算の詳細につきましては、この後、環境課長及

び川内クリーンセンター所長が御説明をさせてい

ただきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）では引き続き、一般会計

歳入歳出決算中、環境課分について補足説明を求

めます。 

○環境課長（内田泰二）それでは、初めに環境

課の分の歳出について説明をさせていただきます。 

 決算書の１２１ページをお開きください。 

 ３款５項１目災害救助費のうち、環境課分は、

該当する災害事案がなかったため、未執行となっ

ております。 

 次に、１２５ページをお開きください。 
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 ４款１項４目予防費のうち、環境課分の支出済

額は１１１万１,８５０円で、右側の備考欄の狂犬

病予防事務費は、畜犬管理システム保守管理委託

業務が主なものでございます。 

 次に、１２７ページをお開きください。 

 ８目環境衛生費の支出済額は１億５,３４５万

３,７６７円で、備考欄の環境総務一般管理費は、

一般廃棄物処理基本計画策定支援業務委託や衛生

自治団体連合会運営補助金が主なものでございま

す。 

 次に、１２９ページをお開きください。 

 環境保全対策費は、藺牟田池環境調査業務委託

外６件、地球温暖化対策費は、エネルギー管理シ

ステム使用料など、花いっぱいまちづくり推進事

業費は、シンボル花壇管理業務委託と快適環境づ

くり補助金６６件分でございます。 

 ９ 目 公 害対 策 費の 支出 済 額 は ５４ ６ 万

９,２８２円で、環境測定調査業務委託外１件分で

ございます。 

 １０目葬斎費の支出済額は５ ,３３４万

１,６５７円で、市営墓地管理費は、川内芸ノ尾第

１墓地など指定管理料外４件でございます。葬斎

場管理費は、川内葬斎場やすらぎ苑指定管理料外

３件が主なものでございます。 

 ２項１目清掃総務費の支出済額は７４万

６,３０４円で、清掃総務一般管理費は、川内汚泥

再生処理センター対策委員会運営費補助が主なも

のでございます。 

 この中の９節旅費３,０００円の未執行は、同運

営協議会の開催に当たり送迎バスを利用したため、

出会旅費が不用となったものでございます。 

 次に、１３１ページをお開きください。 

 ５目ごみ処理費のうち、環境課分の支出済額は

９,１２３万７,４７６円で、不法投棄対策費のほ

か、環境美化推進事業費は、環境美化推進員謝金

が主なものでございます。一般廃棄物処理費のう

ち、環境課分は、公設ごみステーション分別指導

等業務委託外２件が主なものです。 

 資源ごみ分別推進事業費は、地区コミ分別収集

報奨金とごみ減量再資源化補助金でございます。 

 次に、１３３ページの甑島クリーンセンター管

理費は、下甑クリーンセンターなどの光熱水費で

ございます。最終処分場管理費のうち、環境課分

は、川内木場茶屋最終処分場汚水処理施設維持管

理業務委託外１０件が主なものでございます。 

 １３節の委託料のうち、環境課分の不法投棄対

策費の１８万円が未執行となっておりますが、緊

急を要する事案がなかったためでございます。 

 また、１４節使用料及び賃借料のうち、環境課

分の１０万円は、甑島クリーンセンターでの重機

借上料でございますが、重機を使用する案件がな

かったため、未執行となっております。 

 次に、同じく１３３ページの６目し尿処理費の

支出済額は３億７,０５０万５００円で、上甑投入

施設管理費は、し尿投入施設下水道使用料が主な

ものでございます。下甑環境センター管理費は、

同センター運転管理業務委託外７件が主なもので

す。汚泥再生処理センター施設管理費は、同施設

の運営事業に関する維持管理・運営委託外１件で

ございます。 

 次に、１７１ページをお開きください。 

 ９款１項６目災害対策費のうち、環境課分の支

出済額は１２万４,０００円で、特別災害復旧補助

金１件分でございます。 

 次に、２０１ページをお開きください。 

 １１款４項１目現年公用・公共施設災害復旧費

の う ち 、 環境 課 分の 支出 済 額 は ８２ ９ 万

２,３３６円で、樋脇岩下共同納骨堂外部改修工事

費外５件分でございます。 

 続きまして、歳入について説明いたします。 

 なお、環境課分につきましては、収入未済はご

ざいません。 

 それでは、決算書の１７ページをお開きくださ

い。 

 １４款１項３目１節衛生使用料のうち、環境課

分は、葬斎場使用料（火葬料）等８件でございま

す。 

 次に、２７ページをお開きください。 

 １４款２項３目１節衛生手数料のうち、環境課

分は、廃棄物処分手数料等９件でございます。 

 次に、４１ページをお開きください。 

 １６款２項３目１節保健衛生費補助金のうち、

環境課分は、海岸漂着物等地域対策推進事業費補

助金等２件でございます。 

 次に、４９ページをお開きください。 

 １６款３項３目１節保健衛生費委託金のうち、

環境課分は、権限移譲事務委託金でございます。 

 次に、５１ページをお開きください。 
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 １７款１項１目１節土地建物貸付収入のうち、

環境課分は、し尿中継用地貸付料等に係るもので

ございます。 

 次に、５５ページをお開きください。 

 同じく２項２目１節物品売払収入のうち、環境

課分は、資源ごみ売払収入が主なものでございま

す。 

 次に、６３ページをお開きください。 

 ２１款５項４目１節雑入のうち、環境課分は、

火葬料実費徴収金など３件でございます。 

 以上が歳入でございました。 

 引き続きまして、財産に関する調書を説明いた

します。 

 決算書の３７０ページをお開きください。 

 （６）の出資による権利で、下から８行目でご

ざいますが、県環境整備公社出捐金が６２万

７,０００円でございます。 

 以上で環境課分の説明を終わります。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（永山伸一）では引き続き、一般会計

歳入歳出決算中、川内クリーンセンター分につい

て補足説明を求めます。 

○川内クリーンセンター所長（原 暢幸）そ

れでは、平成２７年度決算の川内クリーンセン

ター分について御説明いたします。 

 まず、歳出について御説明いたします。決算書

の１３１ページをお開きください。 

 ４款２項５目ごみ処理費の支出済額のうち、川

内クリーンセンター執行分は９億５,５１７万

８,９２５円です。事業は、備考欄の一般廃棄物処

理費で、川内クリーンセンター分は、家庭から排

出された一般廃棄物及び資源物の収集運搬等に係

る委託料９件分でございます。 

 次に、資源ごみ処理施設管理費は、ペットボト

ル等の資源物の減容業務委託料です。 

 次は、事業、川内クリーンセンター管理費では、

職員二人分の職員給与費、光熱水費、それから焼

却施設の大規模修繕外１２件の修繕料、川内ク

リーンセンター運転管理業務委託外５件の委託料、

それから川底公民館・小倉自治会への地域振興補

助金が主なものでございます。 

 次は、１３３ページをお開きください。 

 事業は、最終処分場管理費のうち、川内クリー

ンセンター分は、川内クリーンセンターの発生焼

却灰・飛灰及び埋立廃棄物の収集運搬・処分業務

に係る委託料が主なものでございます。 

 続いて、歳入について御説明いたします。 

 なお、川内クリーンセンター分の歳入未済額は

ございません。 

 決算書の１７ページをお開きください。 

 １４款１項３目衛生使用料、１節衛生使用料で

す。川内クリーンセンター分は、備考欄下から

９行目、行政財産使用料でございます。 

 次に、２７ページになります。 

 １４款２項３目衛生手数料、１節衛生手数料の

川内クリーンセンター分は、備考欄下の廃棄物処

分手数料と、次のページの特定家庭用機器の運搬

手数料でございます。 

 次は、３３ページをお開きください。 

 １５款２項３目衛生費補助金、１節保健衛生費

補助金の川内クリーンセンター分は、循環型社会

形成推進交付金で、川内クリーンセンター基幹的

設備改良事業に伴う補助金でございます。 

 次は、５１ページをお開きください。 

 １７款１項１目財産貸付収入、１節土地建物貸

付収入の川内クリーンセンター分は、備考欄の

１０行目から、自動販売機、それからＮＴＴドコ

モ中継局への貸地料でございます。 

 次は、５５ページになります。 

 １７款２項２目物品売払収入、１節物品売払収

入の川内クリーンセンター分は、備考欄中ほどの

資源ごみ売払収入でございます。 

 次は、６５ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入、１節雑入の川内クリーン

センター分は、備考欄中ほどの少し下、再商品化

合理化拠出金、それから電気料実費収入金、ＰＥ

Ｔボトル等有償入札拠出金でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りましたので、これより質疑を行います。御質疑

願います。 

○委員（上野一誠）今、クリーンセンターの件

について御説明いただいたんですが、いろいろセ

ンターの中でしっかりとした運営をしていただい

ているというふうに思うんですが、今、クリーン

センターが抱えている課題というものがあるとす

るならば、何かお考えがあったら教えていただき
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たいと。 

○環境課長（内田泰二）クリーンセンターの課

題についてのお答えでございます。 

 最終処分場の関係が満杯になっておりまして、

当初は県外のほうに搬出しておりました。それを

エコパークができまして、県のほうに搬入してよ

いということで、今入れさせていただいておりま

す。それは再生事業をやるために県のほうに持っ

て行っておりますけれども、再生事業をあと何年

でできるかという課題、ところもあるんですけれ

ども、なるべく早目に搬出を終えて、新たな今の

基準に－建設した当時はちゃんと基準に適合し

ておりましたけれども、今、また新たな基準にな

っておりますので、その基準に適合した自前の最

終処分場を持って埋め立てを進めていくというこ

とがクリーンセンターの関係では一番重要ではな

いかなと考えております。 

 以上です－ちょっともう一点、これは今年度

からの事業でございますけれども、基幹改良事業

を今進めております。今月末に事業者が選定され

る予定で、１２月議会のほうに建設議案のほうを

提出させていただく予定としております。これも、

まだ長く使っていくための大切な事業でございま

すので、課題の一つかと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（上野一誠）はい、わかりました。住民

生活に直結する部分ですので、十分課題と向かい

合っていただいて、しっかり御尽力をいただきた

いと、これ意見、要望として申し上げておきます。 

○委員長（永山伸一）意見であります。 

 ほかにございませんか。 

○委員（中島由美子）藺牟田池のベッコウトン

ボの件で、平成２３年度からのデータがあるんで

すが、平成２３年度が４５、それから平成２７年

度が３,４５２頭ということで、浮き沈みがありな

がらもふえてきているのかなと、３,０００頭まで

来たというのはすごいなと思っているんですが。

今年度また大変猛暑だったんですけど、そんなこ

とも影響をするんだろうと思っているんですが、

今後この数字が維持していけるのかどうか、その

あたりの見通しとか教えていただきたいと思いま

す。 

○環境課長（内田泰二）藺牟田池のベッコウト

ンボの頭数、今後の維持ということでございます。 

 今年度の頭数につきましても、昨年度並みの発

生が確認をされております。それと、以前は大渇

水があって大変な、発生が極端に少ないというよ

うな状況になっておりました。その後、ビオトー

プのほう、人工池のほうもつくりまして、そこで

も発生が確認されている状況でございますので、

大渇水がない限りは、今の状態を維持していける

のではないかなと考えております。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

○委員（森永靖子）５２ページのやすらぎ苑の

この火葬件数にちょっとあれですが、死産が平成

２７年度が２１件ですが、平成２６年度、この件

数はどういうものなんですか。多いのか少ないの

か、平成２６年度、その前の年の死産、わかりま

すか。 

○委員長（永山伸一）葬斎場の関係ですか、よ

ろしいですか。 

○環境課長（内田泰二）平成２６年度が１７件

ということですので、それと比べると、増加して

いるということでございます。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。 

○委員（森永靖子）はい。悲しいですね。 

○環境課長（内田泰二）過去の数字を見ますと、

ちなみに、平成２６年度は１７、平成２５年度が

１０、平成２４年度が１３、平成２３年度が８件

というようなふうで、火葬自体の全体の数字は

１,０００件台でずっと推移しております。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外はいませんね。 

 以上で環境課及び川内クリーンセンターの審査

を終わります。御苦労さまでした。 

────────────── 

△市民課の審査 

○委員長（永山伸一）次は、市民課の審査を行

います。 

 それでは、市民課関係の決算の概要について、

部長に説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、市民課

の主要施策の成果につきまして、決算附属書に基

づき御説明をさせていただきたいと思います。 
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 ４３ページをお開きいただきたいと思います。 

 まず、１の部に係る総合的な調整に関すること

につきましては、財政運営プログラムに沿った予

算編成方針に基づく当初予算、決算の総括及び部

内の予算執行、部内会議等を定期的に行い、部内

の連携強化を図ってまいりました。 

２の人権教育・啓発に関することにつきまして

は、平成２６年６月に策定いたしました薩摩川内

市人権教育・啓発基本計画に基づき、庁内推進会

議において決定された実施計画に基づき、啓発活

動に取り組んでおり、また人権対策事業審議会に

おいては、その取り組み状況等について御意見を

いただきながら、進捗管理をしているところでご

ざいます。 

 また、川内小学校においては、花を栽培するこ

とにより、生命の尊さ、思いやり等を学ぶ人権の

花運動に取り組んだところでございます。 

 ３の交通災害共済事業に関することでは、交通

災害共済への加入の推進と事故に遭われた方々へ

の災害見舞金の請求事務を行ったところでござい

まして、昨年度が１１２件、１,０６２万円の給付

を行ったところでございます。平成２６年度と比

べまして４００万程度ふえているところでござい

ますが、これは死亡の４件、１件当たり１００万

の部分が４件出たことによるものでございます。 

 次に、４４ページになりますが、戸籍及び住民

基本台帳に関することにつきましては、住民基本

台帳法、戸籍法など、法令に基づく事務を行った

ところでございまして、ちなみに平成２８年４月

１日現在の住基人口は９万７,０２４人でございま

して、昨年と比較しまして６４９人の減となって

おりまして、自然、社会動態、いずれも減となっ

たところでございます。 

 ４５ページの住民基本台帳ネットワークに関す

ることにつきましては、住民基本台帳ネットワー

クのセキュリティ強化を図るとともに、事務の効

率化や住民サービスの向上に努めたところでござ

います。 

 なお、住基カード、これはＩＣカードと表記さ

せていただいておりますが、個人番号カードの導

入に伴いまして、平成２７年１２月３１日をもっ

て交付終了となったところでございます。ただし、

平成２８年１月１日以降も有効期限内は利用可能

というふうになっておりまして、現在は二つの

カードが並行して進んでるところでございます。 

 また、平成２８年２月１日より、個人番号カー

ドによるコンビニ交付サービスも開始したところ

でございます。 

 ６の個人番号カード交付に関することでは、個

人番号制度の概要及び個人番号の通知カードの目

的、個人番号カードの交付申請の方法等の出前講

座を初め、広報紙、ＦＭさつませんだい等で広報、

周知に重点を置きながら、また個人番号カードの

本庁・支所での交付、休日交付をするなど、市民

への配慮やスムーズな交付に努めてきております。 

 ４６ページには、通知カードの受領状況と個人

番号カードの交付状況を記載しておりますが、平

成２７年度末、３月３１日の通知カードの未受領

者は１,２６５件、率で２.７５％となっておりま

して、また個人番号カードの交付済み件数は

２,４４８件、市に到着したカードの交付率は

３８.２％となったところでございます。 

 以上、市民課の主要施策の成果につきまして概

要の説明を終わらせていただきますが、決算の詳

細につきましては、この後、市民課長のほうで御

説明をさせていただきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、市民課分について補足説明を求めま

す。 

○市民課長（榊 順一）市民課でございます。

それでは、平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入

歳出決算の市民課分について説明をいたします。 

 まず、歳出について説明いたします。決算書の

歳出、７９ページをお開きください。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

のうち、市民課分は、市民政策調整費、一番下の

ほうにございます。そして、主な支出につきまし

ては、８１ページをお開きください。 

 ５人の行政事務嘱託員の報酬、それから５人の

職員給与費、医療福祉対策基金積立金でございま

す。 

 次に、９３ページをお開きください。 

 １２目市民相談交通防犯費のうち、備考欄、市

民相談事務費がございますが、このうちの市民課

分については、主な支出は、１３人の委員で２回

開催しました人権対策事業審議会委員報酬、それ

から人権擁護委員協議会への負担金でございます。 

 また、下から二つ目の事項、交通災害共済事務
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費の主な支出は、県市町村交通災害共済給付事業

負担金でございます。 

 負担金補助及び交付金のうち、市民課分の不用

額が１４１万６,０００円ございます。これは、平

成２７年度の加入申込金のほとんどが平成２７年

２月から３月に収納されることから、３月補正予

算要求時点で収入見込みが立てられなかったこと

により減額対応ができなかったものでございます。 

 次に、１０１ページをお開きください。 

 ２款３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基

本 台 帳 費 、 執 行 済 額 は ３ 億 １ , １ ０ ７ 万

６,３５０円で、備考欄、戸籍住民基本台帳費の主

な支出は、本庁・支所１５人の行政事務嘱託員報

酬、本庁・支所２７人の職員給与費、委託料の戸

籍・証明発行システム関連機器一式保守業務委託

外４件、使用料及び賃借料の戸籍・証明発行シス

テム更新機器一式外１件でございます。 

 その下、住民基本台帳ネットワークシステム事

業費の主な支出は、委託料の住民基本台帳ネット

ワーク機器一式保守委託外３９件、使用料及び賃

借料の住民基本台帳ネットワーク機器一式外３件、

コンビニ交付に係る運営負担金となっております。 

 個人番号事業費の主な支出は、１名の行政事務

嘱託員報酬、委託料のコンビニ交付システム等番

号制度対応システム改修委託外１件、備品購入費

の個人番号カード等裏書きプリンター機器２台外

４件でございます。通知カード・個人番号カード

関連事務費の委任に係る交付金ということになっ

ております。 

 賃金９０万円及び負担金補助及び交付金の

２,３４３万８,１００円が不用額となっておりま

すが、賃金につきましては、個人番号カード交付

等事務費に係る臨時職員分を計上させていただき

ましたが、カード申請数や交付等に伴う事務量が

どの程度になるか把握がなかなかできなかったこ

とから、３月補正予算での減額ができなかった状

況でございました。 

 また、負担金及び交付金につきましては、主に

地方公共団体情報システム機構へ支払った通知

カード及び個人番号カード関連事務の委任に係る

交付金で、国全体の交付金額に対して、全国の住

民基本台帳人口を各市町村の住民基本台帳人口で

除したものを乗じて得た額が交付金として決定さ

れていたわけですけれども、各市町村の平成

２７年度末での個人番号カード交付枚数実績をも

って精算されたことによりまして不用額となった

ところでございます。 

 次に、歳入について説明をいたします。市民課

分の収入未済はございません。決算書の歳入、

２７ページをお開きください。 

 １４款２項１目、１節総務手数料のうち、備考

欄、市民課分は、戸籍手数料外６件の手数料でご

ざいます。 

 次に、３１ページをお開きください。 

 １５款２項１目総務費補助金、１７節個人番号

カード交付事業費補助金は、備考欄、個人番号

カード交付事業費補助金、それから３３ページを

お開きください。個人番号カード交付事務費補助

金で、事業費補助金は補助率１０割、事務費補助

金は通知カード送付に係る調査経費及び個人番号

カードを交付した実績数により算出した額が交付

されております。 

 次に、３７ページをお開きください。 

 １５款３項１目総務費委託金、１節戸籍住民基

本台帳費委託金は、備考欄、中長期在留者住居地

届出等事務委託金でございます。これは、外国人

登録証明書のかわりに、現在、在留カードが交付

されるようになっておりますが、国の交付基準に

より交付されたものでございます。 

 次に、４７ページをお開きください。 

 １６款３項１目総務費委託金、１節総務管理費

委託金のうち、備考欄、市民課分は、地域人権啓

発活動活性化事業委託金でございます。指定され

た小学校が行う人権の花運動に係る経費で、１校

当たり５万円の定額となっております。 

 その下の３節戸籍住民基本台帳費委託金、備考

欄の人口動態事務委託金は、出生、死亡、婚姻、

離婚、死産を恒常的に把握し、厚生労働行政を初

め、各種施策の基礎資料を得ることを目的として

おりまして、前年度受理数を算出根拠に交付され

たものでございます。 

 戸籍住民基本台帳費委託金は、公的個人認証事

務・電子署名に係る県からの市町村権限委譲交付

金で、均等割及び前々年度の処理件数に応じて交

付されたものでございます。この交付金は、平成

２８年１月から地方公共団体情報システム機構の

事務となりまして、都道府県の事務でなくなった

ことから、平成２７年４月から１２月に要した経
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費について交付されたものでございます。 

 次に、５３ページをお開きください。 

 １７款１項２目利子及び配当金、１節利子及び

配当金のうち、備考欄、市民課分は、医療福祉対

策基金利子収入でございます。 

 次に、５５ページをお開きください。 

 １９款１項１８目医療福祉対策基金繰入金、

１節医療福祉対策基金繰入金は、医療福祉対策基

金から一般会計へ繰り入れたものでございます。 

 次に、６１ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入でございます。市民課分は、

６３ページに掲載してございますので、６３ペー

ジをお開きください。備考欄の市民課分は、コ

ピー実費収入、それから県市町村交通災害共済会

費収入、交通災害共済事務費収入でございます。 

 次に、３７４ページをお開きください。基金に

ついて御説明を申し上げます。 

 市民課関係は、表の上から５番目の医療福祉対

策基金でございます。前年度末現在高は１億

９７０万６ ,０００円、決算年度中の増減は

４,２３０万９,０００円の減で、決算年度末残高

は６,７３９万７,０００円となっております。決

算年度中の減額分につきましては、取り崩しと利

子積み立てによるものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審査賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）では、説明がありました

ので、これより質疑を行います。御質疑願います。 

○委員（上野一誠）全庁的に言えることである

んですが、この報告書の中に、部内の予算編成と

いう中で、「財政運営プログラムに沿った予算編

成方針に基づき、部内の経常的な経費等について

精査、調整を行った」と、こうあります。一応財

政が厳しい中で、それぞれ経費等もいろいろ予算

再編に当たってはされたと思いますが、いろんな

角度から議論されて、経費の削減、査定というこ

とをやってこられたんですが。直接窓口業務、証

明書等々を含めたときに、この財政運営プログラ

ム、いわば歳出を抑えるということが大きな一つ

の鍵になるわけですが、そのことによって市民課

としても精査せざるを得ない部分があると思うん

です。 

 ですから、そのことによって精査したことでこ

の職員、あるいは市民含めて、何か苦しいという

か、対応の仕方について、部内において、もっと

そこを削ったことによって、運営上苦しい部分が

あるのかないのか、あるいはこの効果が逆にどう

生かされてるか、そういう大まかなことでいいで

すので、ちょっと現状を教えてください。 

○市民福祉部長（春田修一）予算編成の部分に

つきましては、市民福祉部の中では社会保障経費

ということで、自然増が非常に多いということ、

それと新たな制度設計によりまして支出がふえて

いるというようなこと等で、枠としては、これだ

けで抑えてくれということで示されてるんですが、

結果的には増額というような形で、今は財政課と

も協議をさせていただいております。 

 特に、平成２７年度が増額になった理由では、

社会保障関係経費の見積もりが非常に難しいとい

う部分がございまして、そこの部分で誤差が生じ

た部分が出てきて、そこを財政課にどういうふう

に説明して予算措置していただくかと。その予算

措置したことによって、今度は部内も含めまして、

部外のほうにも影響が出てまいりますので、その

あたりが非常に苦しいところでございますが、私

どもとしては、社会保障の関係だということで、

市民に影響がないような形で、財政課のほうと協

議をしながら、予算編成はさせていただいている

ところでございます。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。 

○委員（上野一誠）はい、わかりました。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で市民課の審査を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△市民健康課の審査 

○委員長（永山伸一）次は、市民健康課の審査

を行います。 

 それでは、市民健康課関係の決算の概要につい

て、部長に説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、市民健

康課の概要について、決算附属書の５５ページか

らを御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、１、保健・医療体制の整備でございます

が、救急医療体制の充実では、休日及び夜間にお

ける救急医療を確保するため、病院群輪番制－
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これは川内市医師会の部分です－及び共同利用

型病院運営事業－これは薩摩郡医師会の事業で

ございます－により、市民への救急医療の提供

に努めるとともに、一次救急医療体制の充実や休

日・夜間の小児重症患者の対応のため、川内市医

師会等に対しまして、その運営の一部を助成した

ところでございます。 

 また、安心して子どもを生み育てることができ

る環境づくりを推進するため、地域周産期母子医

療センターとして認定されております済生会川内

病院に対しまして運営の一部を助成したところで

ございます。 

 予防接種事故の救済につきましては、予防接種

による健康被害者を救済するため、予防接種法に

基づき救済措置を実施したところでございます。 

 ５６ページの診療所の管理運営につきましては、

無医地区等の医療確保のため、川内地域の５診療

所の管理運営を行ったところでございます。 

 巡回診療の実施につきましては、離島・へき地

の特定診療科の医療を確保するため、県医師会及

び鹿児島大学の支援を受け、眼科・耳鼻咽喉科・

皮膚科の無料巡回診療事業を実施したところでご

ざいます。 

 健康づくり推進体制の充実につきましては、健

康づくり推進協議会、食生活改善推進員の研修会

等を開催しながら、市民の健康づくりを推進して

きたところでございます。 

 ２の保健センターの管理運営におきましては、

すこやかふれあいプラザと各支所の５保健セン

ターの適正な管理運営を行ってきたところでござ

います。 

 ３の健康づくりの促進では、乳幼児・妊婦の健

診事業、健康教育等のほか、健康増進法に基づき

ますがん検診、健康相談等を実施したところでご

ざいます。 

 なお、コウノトリ支援事業として、不妊治療の

助成事業を行っておりますが、平成２７年度は

１３０組の夫婦に助成金を交付し、４４名の方が

妊娠に至ったところでございます。 

 また、こしき子宝支援事業では、１８名の方に

旅費等を助成したところでございます。 

 さらに、制度拡充いたしました産後ケア事業に

つきましては、３名、延べ３９日の利用があった

ところでございます。 

 そのほか、健康教育、健康相談等の健康増進事

業や自殺対策事業等を実施したところでございま

す。 

 ５９ページになりますが、感染症等予防対策に

おきましては、ＢＣＧ予防接種を初め、法に基づ

く各種の予防接種を実施したところでございます。 

 なお、風疹予防接種については、平成２５年度

から市単独事業で助成を行っているところでござ

います。 

 次に、各種診療所の諸施策につきましては、

６０ページになりますが、国民健康保険直営診療

施設勘定特別会計におきましては、里診療所を初

めとし、６診療所の管理運営を行い、特定離島ふ

るさとおこし推進事業及び国民健康保険調整交付

金事業等を活用しながら、医療機器の整備等を行

ったところでございます。 

 なお、一般会計からの繰入金は１億７,３３９万

円となっておりまして、国の制度が赤字補填の部

分が増額になったと、拡充したことによりまして、

昨年度と比べ減少したところでございます。 

 また、上甑歯科診療所の医師につきましては、

平成２７年４月より新任医師を採用したところで

ございます。 

 以上が市民健康課の諸施策の成果でございます

が、決算の詳細につきましては、この後、市民健

康課長のほうで説明をさせていただきたいと思い

ます。 

○委員長（永山伸一）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、市民健康課分について補足説明を求

めます。 

○市民健康課長（檜垣淳子）市民健康課に係る

平成２７年度の決算について御説明申し上げます。 

 まず、一般会計から歳出について御説明いたし

ますので、決算書の１２１ページをお開きくださ

い。 

 ４款１項１目保健衛生総務費は、支出済額８億

２２７万４８９円のうち、市民健康課に係る支出

済額は４億９,８２２万２,２６８円で、備考欄に

示してある事項について御説明を申し上げます。 

 事項、保健衛生一般管理費の主なものは、職員

３２人の人件費でございます。 

 １２３ページをお開きください。 

 事項、予防接種事故救済措置費は、予防接種事

故の被害者１名に対する障害年金が主なものであ
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ります。 

 事項、診療所管理費の主なものは、川内地域

５カ所の診療所に係る維持費等であります。 

 巡回診療事業費は、甑島４地域における特定診

療科巡回診療に係る事業負担金の経費が主なもの

でございます。 

 保健対策事業費の主なものは、食生活改善推進

事業に伴う食生活改善推進員への謝金等でありま

す。 

 地域医療対策費は、国民健康保険直営診療施設

勘定特別会計への繰出金や高度医療機器の整備に

伴う補助金等が主なものであります。 

 次に、同じく２目保健センター管理費は、支出

済額２,７２４万４,９４８円で、備考欄の事項の

うち、主なものについて御説明申し上げます。 

 事項、すこやかふれあいプラザ管理費は、すこ

やかふれあいプラザの維持管理に係る委託料や光

熱水費であります。 

 保健センター管理費は、本土地域４カ所、甑地

域２カ所の保健センター等の維持管理に係る委託

料や光熱水費であります。 

 次に、同じく３目保健指導費は、支出済額２億

５,９２２万３,３２３円で、備考欄の事項のうち、

主なものについて御説明申し上げます。 

 保健指導費の主なものは、健康管理システムの

賃借料、健康づくり計画策定支援の業務委託料で

あります。 

 １２５ページをお開きください。 

 母子保健事業費の主なものは、妊婦・乳幼児健

康診査に係る委託料、不妊治療費等の助成金であ

ります。 

 健康増進事業費は、胃がん検診や乳がん検診な

どの業務委託料が主なものです。 

 次に、同じく４目予防費は、総支出済額２億

４,７９０万８,６２８円のうち、市民健康課に係

る支出済額は、事項、感染症予防費の２億

４,６７９万６,７７８円で、各種予防接種に係る

委託料及び予防接種に伴うワクチン代が主なもの

になります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、１５ページをお開きください。 

 １３款２項２目衛生費負担金の１節保健衛生費

負担金、未熟児養育医療費負担金は、養育医療に

伴う所得に応じた自己負担金になります。 

 １７ページをお開きください。 

 １４款１項３目衛生使用料の１節衛生使用料は、

備考欄の中ほどに市民健康課分があります。すこ

やかふれあいプラザ施設使用料は、すこやかふれ

あいプラザの利用に伴う施設使用料で、行政財産

使用料は、ソーラーパネルの屋根貸しや自動販売

機等の設置に伴う財産使用料であります。樋脇保

健センター使用料は、樋脇保健センターの利用に

伴う施設使用料であり、行政財産使用料は、西方

診療所敷地内の電柱設置に伴う財産使用料であり

ます。 

 ３３ページをお開きください。 

 １５款２項３目衛生費補助金の１節保健衛生費

補助金は、備考欄の上の２行が市民健康課分であ

り、母子保健衛生費等補助金は、未熟児養育医療

に係る国庫負担金、疾病予防対策事業費等補助金

は、がん検診事業に伴う国庫補助金であります。 

 ３９ページをお開きください。 

 １６款１項２目衛生費負担金の１節保健衛生費

負担金、未熟児養育医療費負担金は、未熟児養育

医療に係る県の負担金であります。 

 ４１ページをお開きください。 

 同じく２項３目衛生費補助金の１節保健衛生費

補助金は、備考欄、３行目からの７件が市民健康

課分であります。 

 まず、離島地域不妊治療支援事業費補助金は、

離島地域の特定不妊治療に係るもので、産後ケア

推進事業費の補助金は、産後ケア事業に係るもの、

予防接種事故対策費補助金は、予防接種事故対策

に伴うものであります。 

 次の健康増進事業費補助金は、健康増進法に規

定された一般検診などの健康増進事業に係るもの、

地域自殺対策強化事業補助金は、自殺対策に係る

講演会などの自殺対策事業に係るものでございま

す。 

 次に、離島地域出産支援事業費補助金は、こし

き子宝支援事業に対するもの、共同利用型病院運

営事業補助金は、入来・祁答院地域の救急医療施

設に対する同補助金事業に係るものであります。 

 ４９ページをお開きください。 

 同じく３款３項衛生費委託金の１節保健衛生費

委託金は、備考欄の一番下が市民健康課分で、医

師免許等の交付進達等の業務に係る県からの権限

移譲事務委託金であります。 
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 次に、５７ページから５９ページにかけて、

２１款１項１目延滞金、１節延滞金は、医療福祉

従事者奨学資金貸付金に係る延滞金であります。 

 同じく３項１目貸付金元利収入の３８節医療福

祉従事者奨学資金貸付金元利収入は、同奨学資金

貸付金に係る元利収入です。 

 次に、６３ページをお開きください。 

 同じく５項４目雑入の１節雑入、市民健康課分

は、備考欄、一番下から次のページにかけての

６件で、それぞれの実習生受入謝金、コピー代実

費収入、私用電話料、健康教室等の実費徴収金、

光熱水費等実費収入、電気・水道料実費収入金で

あります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りましたので、これより質疑を行います。御質疑

願います。 

○委員（上野一誠）子育て支援の関係からちょ

っと考え方を。これまで中学生までの医療費は無

料、ほんで９月から高校生、１８歳以下を無料化

すると。非常にそういう話をすると、子を持つ保

護者にとっては非常に喜ばれるんです。 

 ですから、大変いい制度だとは思うんですが、

子育てしやすい環境というふうにここに報告があ

るんですが、この医療費だけを捉えると、今そう

いう医療費の問題含めて、国もいろんな角度から

支援あるんですが、現在、薩摩川内市が子育てし

やすい、そういう環境というのは、今やっている

施策、取り組みが万全というか、後々こういうも

のが今後求められるのではないかというようなお

考えがあったら、少し教えてくれませんか。 

○市民福祉部長（春田修一）出生率の減少とか

いう状況があるところでございまして、人口減少

の一つになっているところでございます。子育て

につきましては、市民健康課だけではなく、市民

福祉部、あるいは企画政策部も、あるいは働く女

性という観点から商工観光部のほうでも施策をそ

れぞれ打っているところでございまして、これら

につきましては総合戦略の中で打ち出していると

ころでございます。 

 本部としましては、今後考えておりますのは、

核家族化の進行によりまして育児をされる方のい

ろんな相談の部分、あるいはいろんな健診も含め

まして、この子育て支援も含めまして、いろんな

制度の周知を一元化できないかという部分が大き

な課題になっているのではないかと思っておりま

して、今、市民健康課のほうでは、子育てと一緒

になって、子育ての包括支援センター的な部分、

母子保健事業と施設入所の関係、そういう部分を

一元化できないのかというようなこと等で、今調

査研究をしているところでございます。 

 総合戦略の中にもその部分は位置づけておりま

すので、できるだけ早い時点で、子育てに関する

ワンストップ化を図ることによって、合計特殊出

生率、あるいは二人目、３人産みたい方への希望

をかなえる施策につなげていければというふうに

考えているところでございます。 

○委員（上野一誠）ぜひひとつそういう努力を

お願いしたいと思います。 

 それともう一点。三反園知事が、医療費は今、

医療治療を受けた人は、一応その保護者、本人が

払うと、ほんで後でまた支払い、納入するんです。

三反園知事においては、それをやめて、最初から

払う制度をどうこう言われてるんですが、仮にそ

ういう状況をやったとすれば、今その考え方はど

う思いますか。 

○市民福祉部長（春田修一）子ども医療費の現

物給付化の部分につきましては、三反園知事のマ

ニフェストにも挙がっていて、きのうの代表質問

の中でも答弁されてたようでございますが、本市

としましても、現物給付化につきましては県内の

市長会の中で県のほうに要望を上げているところ

でございます。 

 ただ、私ども市民福祉部として気になるのは、

国保の部分でございます。この後、国保の財政状

況も説明させていただきますが、２億５,０００万

円の法定外繰り入れをしてるところでございまし

て、この分につきましては、本来ならば保険税で

取るべきところを法定外で出してるというような

状況もございます。 

 そのような中でこの現物給付化をしますと、国

のほうとしましては、医療の受診が上がって、医

療費が増嵩するだろうというような考え方を持っ

ておりまして、仮に１８歳までとしますと、約

１５％ぐらいの国保の国庫負担金が減額になる制

度があるところでございます。 

 なので、私どもとしては、県のほうには、現物
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給付はしてほしいんだけど、国のほうにはそのペ

ナルティーと申しますか、したことによる減額が

ないような制度改正をお願いしたいというような

ことで要望してるところでございます。 

 ただ、国のほうでも、子育てに逆行してるんじ

ゃないかというようなこと等で、今、その減額制

度をどうあるべきかと、本年度内に方向性を示す

というような部分が閣議決定されておりますので、

一億総活躍プランの中でそのような閣議決定がさ

れておりますので、私どもは、ぜひそちらのほう

でも減額がないような制度をして、現物給付化が

していただけるよう、虫のいい話かもしれません

が、そういう形になることを望んでるところでご

ざいます。 

○委員（上野一誠）今の件については、いろん

な制度、国、知事の考えがあるので、十分そうい

うところはいろいろ状況を踏まえながら、よりよ

い方法を選択されるように、できるように、御尽

力をいただきたいと思います。これ意見、要望で。 

○委員長（永山伸一）意見、要望であります。 

○委員（福田俊一郎）所管についてはいろいろ

と市民の健康のために受診率を上げられる御努力

をされる中、なかなかまた受診率が上がらないと

ころもあるわけですけれども、そういったものが

不用額に出てきております。今回ちょっと気にな

ったのが、４款１項１目の１２節の役務費の金額

が、不用額が４４８万４,２６１円ということで、

本来の役務費の不用額が想定されるならば、

１２月あたりである程度補正をされるところなん

ですけれども、この役務費について、ここまで残

しておられたこの理由についてをお尋ねしておこ

うかなと思います。 

 また、見込みがあってのことであれば、お示し

いただきたいと思います。１２４ページの……。 

○委員長（永山伸一）決算書の１２４ページで

すね。 

○委員（福田俊一郎）はい、１２節の役務費。 

○委員長（永山伸一）保健衛生総務費の中の

１２節の役務費ですね。よろしいですか。 

○市民福祉部長（春田修一）多分市民健康課の

部分ではなくて、この役務費の部分については、

子ども医療費の助成の部分が結局どれだけ来るか、

３月末の申請状況を見ないとわからないことによ

る役務費の不用額じゃないのかなというふうには

考えてるところでございますが、ここにつきまし

ては子育て支援課のほうとも確認をとって、改め

て子育て支援課のところで御回答させていただき

たいと思います。今、市民健康課の中では、ここ

の不用額はそんなに出てないというような状況で

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）一緒になってるからな。

福田委員のほうはよろしかったですか。済みませ

ん、じゃあ子育て支援課のところでまた確認させ

てください。 

○委員（森満 晃）済みません。救急医療体制

の充実について、本市でも休日や夜間等の充実に

努めていただいてもらってると思うんですが。実

は先日、１８日の日曜日に、地元でコミュニティ

ビジネス事業の建て網漁というのを、今、年間

４回ぐらい行ってまして、その中で、ほとんど活

動が終了する間際だったんですけども、小さいエ

イに小学校６年生の女の子が刺されまして、それ

で保護者の方と実行委員が二人、その休日の病院

に行ったんですけども、その日が新門整形さんと

福山内科さん、それと手塚医院、それと市民病院

だったんですが、全てどこもできないということ

で、たまたま最後に行った市民病院で、夜間の外

科の先生がいらっしゃって治療をしていただいた

ということで。ずっと行くまでに大概時間がかか

ったということですので、一応休日でも、いろい

ろと病院等もいろんな形で分けてあったんでしょ

うけども、非常に苦労されて、帰ってこられてか

ら、何かの機会にまたちょっと話をしとってとい

うようなことがあったものですから。その辺のい

ろんな－それはこちらの我々が事前に調べてき

ちっとしとかないといけないのか、そういう部分

がちょっとあったものですから。 

○市民健康課長（檜垣淳子）救急の関係、休日

の場合は、内科と外科で一応一つの病院ずつ割り

振りはしていただいてるんですけれども、そのと

ころで対応はしていただくという形でお願いはし

てるんですが、いろんな病気がありますので、な

かなか対応できない部分というのも確かにあるの

かなとは思うところです。 

 ただ、ほかのところと違って、外科と内科とい

う形で、川内の場合は、一応お願いはしていると

ころではあります。 
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○市民福祉部長（春田修一）中核病院として市

民病院と済生会というのが本市は二つあって、そ

こがいずれかで組み合っていくような形でしてお

ります。 

 ただ、どうしてもそこで勤務医の関係がござい

まして、どうしても組めないときには、救急医療

の部分については、もし救急で対応できない場合

の対応策として済生会、市民病院という部分がま

た後に控えてるというような体制をとられてまし

て、今、委員おっしゃる中では、多分当日の部分

に済生会、あるいは市民病院が担当病院になって

なかったのじゃないか、そういうことで、まず外

科、内科のほうに行かれて、その中で、ちょっと

そこで対応できないので、市民病院に案内された

というような形になってるのかなというふうには

感じてるところでございます。 

 ただ、救急医療につきましては、毎年救急医療

問題協議会ということで、いろんな議題をしてお

ります。どうしてもコンビニ受診と申しますか、

２３時以降から朝の８時半までの部分がかなり多

いということで、そこの中でも軽傷の方が多いと

いうようなこと等で、なかなか救急の医療体制自

体も、そういうコンビニ受診があることによって

疲弊してるというようなこと等で、今、本市、こ

の圏域の中、鹿児島県の中では本市だけなんです

が、土曜とか日曜救急医療体制を開示してると申

しますか、情報提供をしてるのは本市だけでござ

いまして、そこも今後難しくなるのじゃないかな

という話まで出てるところでございまして。何を

言わんとしてるのは、それだけ救急に対しては、

市の医師会については、かなり力を注いで運営さ

れてるということだけは御理解いただきたいなと

いうふうに考えてるところでございます。 

 今、森満委員からあった分については、また医

師会の事務局のほうにもこういう質疑があったと

いうことでおつなぎはしていきたいと思っており

ます。済みません、長くなりました。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。ほかに

ございませんか。 

○委員（森永靖子）先ほどの環境課のところで

も出たんですが、ここの５７ページの母子保健の

ところで、昨年、平成２７年度は８６７人が母子

健康手帳を交付されたとなってますね。平成

２７年度何人ぐらい赤ちゃんが生まれたのかわか

りませんが、死産が年々ふえてる傾向にある。平

成２７年度は２１人だった、その前は１１人、

１３人とかという形だったというふうに先ほど説

明があったんですが。母子健康手帳を交付される

５カ月目のときに、昨年一般質問の中で、交付さ

れるときに専門の助産師さんでも話をしてもらっ

て、本当に授かった命を最後まで生まれてくるよ

うに指導をしたり、ケアをしたりという方法をと

っていただけませんかという話もさせてもらった

んですが、この２１名も死産で葬らなければなら

なかったということに関して母子保健のほうでは

どのような、このことを十分知っておられたのか、

どのようにお考えなのか。最後まで、そういう形

で生まれてこれなかった、そこまで、１０カ月に

なるまでおなかにいてということまで把握してお

られたのか、難しいですかね。お願いします。 

○市民健康課長（檜垣淳子）母子手帳交付のと

き、母子手帳を早目に交付して、あと病院をしっ

かりと受診してというのでお話はさせていただい

ているところです。火葬がふえてるということ

－死産ということですけれども、こちらのほう

では、いろんな相談体制をつくって、助産師さん

に相談に入ってもらったりとかして、いろんな方

策はとっているところですけれども、原因が何な

のかというところも含めまして、全て把握してい

るわけではないので、ちょっと調査をしないと回

答にはならないかなと思うんですけれども、母子

手帳交付時には、今、森永委員が言われたように、

病院でしっかりと管理をしていただいて、あとい

ろんな相談とか、こちらで受けるような形でして

いきたいなというふうには思っております。 

 以上です。 

○委員（森永靖子）母子保健推進員さんという

方々が、間もなく生まれますよという、８カ月、

９カ月、１０カ月に近づいてくるにつれて、私た

ちがやってるころは母子保健推進員さんが常に回

って、心配事がないかどうか、保健センターにつ

なぐようにという形でやってたものでしたけども、

そうなると、母子保健推進員さんの仕事も重くな

ってくるでしょうけど、そのあたりもう少し最後

まで、生まれるときまで母子保健推進員さんが間

に入りながら、つなぎをしながら心のケアをやっ

ていただけるようなふうにやっていただけたらな

と。先ほどの２１件も死産だというのを聞いたと
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きに、せっかくの２１人が本当にかわいそうだな

と思うところがあったものですから、少しこのあ

たりを慎重に考えていただいて、大事に１０カ月

もおなかにおって、せっかくの赤ちゃんですので、

みんなで見守ってやっていけたらなと思うことで、

意見でした。お願いします。 

○委員長（永山伸一）母子保健推進員の件につ

いて、ありますか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）今、母子保健推進

員さんには、妊娠８カ月のときに訪問していただ

いて、里帰り出産とかもありますので、一応８カ

月のときにしていただいて、あと生後２カ月とい

う形でお願いはしてるんですけれども、いろいろ

母子保健推進員さんにも相談があったりとかした

部分で、保健師がかかわったほうがいい部分とい

うのは、今も随時かかわってはいますけれども、

また母子保健推進員さんにもお話をする機会があ

りますので、こちらのほうにしっかりとつないだ

りとか、またお話をしていただきたいと思います

ので、そういうつなぎをしていきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

○委員（上野一誠）意見、要望で処理してもら

えれば。我々議会も、医師会とか三者医療協議会

とか、議長、委員長は出るんですけれども、ほん

でこの前議会でも、やっぱり薩摩川内市の医療現

場というのを勉強しようということで、勉強会も

入れさせていただきました。 

 したがって、医師不足、あるいは看護師不足、

そういういろんなする中で、一方では、国の制度

がるる変わる中で、それをどう対応するかという

こと、あるいは甑島の医療を含めて、いろんな苦

労があられるというふうに認識はしております。 

 したがって、今るる医師会のほうも、いわゆる

コンビニ受診含めて、医師不足を含めて御苦労が

ある中で、医師不足も市民病院等を含めて、鹿大

等々から大方来てもらう等々を含めると、いろん

な御苦労あるというふうに理解しておりますので、

市民の医療体制確立には、どうしてもそういう体

制をつくり上げていかなきゃいかん。 

 ほんで、今度市民病院が全日制のそういう看護

学校を設立するに当たって１,０００万円ずつ５年

間、あるいは済生会には機械、機材、５,０００万

円等々の補助もしながら、るる補助もしていらっ

しゃいますけれども、行政が応えられる部分と応

えられない部分もあるとは思うんですけれども、

十分今後もそういう機関とも連携をとっていただ

きながら、よりよい医療制度に向けた努力をして

いただきたいということを、意見、要望としてお

願いしておきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）意見、要望であります。

ほかにございませんか。 

○委員（森永靖子）不妊治療のところですが、

以前、いろんなたくさんの相談があって、このこ

とをいろいろ質問などしてやってきたときに、こ

の「コウノトリ」っていうネーミングを、今の檜

垣課長がネーミングをつけてくださったというこ

とで、思いもあろうかと思うんですが、４４人も

平成２７年度は妊娠されたということで、このこ

とは成果が上がってきてることなんでしょうか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）不妊治療は、始め

たころは若い方はほとんどいらっしゃらなかった

んですけれども、早目に不妊治療することで妊娠

の可能性が高くなるということで、非常に若い方

から申請を受けたりとかすることがあります。そ

ういうので、だんだん不妊治療に関しての知識も

皆さんお持ちですし、あと周りの理解も非常にあ

るのかなというふうに感じているところです。 

 成果があるかどうかっていうのを聞かれると、

ちょっとなかなか何とも言えないんですけれども、

そういうことで、環境もかなりバックアップして

いただけているのかなというのは日々感じている

ところです。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで本案に係る審査を一時中止します。 

────────────── 

△議案第１４５号 決算の認定について 

（平成２７年度薩摩川内市国民健康保険直

営診療施設勘定特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（永山伸一）次に、議案第１４５号決

算の認定について（平成２７年度薩摩川内市国民

健康保険直営診療施設勘定特別会計歳入歳出決

算）を議題とします。 

 補足説明をお願いします。 

○市民健康課長（檜垣淳子）国民健康保険直営
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診療施設勘定特別会計について御説明いたします。 

 まず、歳出から御説明いたしますので、

３３６ページをお開きください。 

 １款１項１目一般管理費は、支出済額５億

４,３７９万９,１２６円で、甑島の各診療所の運

営費であり、職員の人件費が主なものであります。 

 同じく２目研究研修費は、支出済額５６５万

７,１２９円で、医師会等負担金、各種学会・研修

会等への参加旅費等が主なものになります。 

 ３３６ページから３３８ページにかけてになり

ますけれども、２款１項１目医療用機械器具費は、

支出済額４,１０８万８,８４９円で、ＣＴ装置保

守点検業務委託や、電子内視鏡システム一式等、

備品購入による医療用器具・機器類の維持費、補

修が主なものになります。 

 同じく２目医療用消耗器材費は、支出済額

３,５１３万１,２６２円で、注射針や医療用酸素

などの医科歯科消耗品、臨床検査業務委託などの

委託料が主なものです。 

 同じく３目医薬品衛生材料費は、支出済額２億

４,３００万２,４７６円で、各診療所における医

薬品の購入費であります。 

 同じく２項１目給食総務費で、支出済額は

９１万７,６４８円で、業務用冷蔵庫など備品購入、

入院給食に伴う消耗品購入が主なものであります。 

 同じく２目給食用材料費は、支出済額６２８万

５,３３１円で、入院給食用の賄い材料費でありま

す。 

 次に、４款１項１目元金は、支出済額９４８万

８８３円で、長期債償還元金であります。 

 同 じ く ２目 利 子で 、支 出 済 額 １８ ３ 万

１,７０５円で、長期債償還利子であります。 

 次の６款１項１目予備費については、執行はあ

りませんでした。 

 続きまして、歳入について御説明申し上げます

ので、３３０ページをお開きください。 

 １款診療収入、１項、２項が入院・外来それぞ

れ各保険者からの診療報酬や自己負担金等で、あ

けて３３２ページの３項が各種健診や予防接種の

受託料等であります。 

 ２款使用料及び手数料は、医療従事者の住宅使

用料、診断書作成手数料などであり、４款県支出

金は、県の特定離島ふるさとおこし推進事業補助

金、７款繰入金は、一般会計繰入金と国保特別会

計への繰入金であります。 

 ９款２項２目雑入は、嘱託員の業務受託料、保

険適用外の医療用消耗品等であります。 

 ３４０ページをお開きください。 

 実質収支について御説明申し上げます。 

 歳入総額８億８,７１９万４,０００円、歳出総

額、同じく８億８,７１９万４,０００円で、歳入

歳出差し引き額はゼロ、実質収支額もゼロであり

ます。 

 最後に、財産に関する調書について御説明申し

上げますので、３７２ページをお開きください。 

 重要物品のうち、表の左側７行目、車両類の決

算年度中増減高のうち、増１台が市民健康課分で

あり、車両の老朽化に伴う里診療所の往診用車両

の購入であります。 

 次に、表の右側５行目、衛生医療機器類の決算

年度中増減高のうち、増８件、減５件が市民健康

課分であり、増は外来診療が困難な高齢者、障害

者の在宅歯科医療に伴うため、訪問歯科医療機器

や鹿島診療所の電子内視鏡システムの購入であり、

減は各診療所の医療機器の貸与年数の超過に伴う

廃棄処分によるものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たが、これより質疑を行います。御質疑願います。 

○委員（上野一誠）国民健康保険は法定外の

２億５,０００万円かな。それの今後の捉え方とし

て、医療費、あるいは保険加入者の人口としたと

きに、今後の動向はどういう推測ができますか。 

○委員長（永山伸一）上野委員、国保と－今

これは施設勘定ですけど。 

○委員（上野一誠）施設勘定－それなら、そ

こで。 

○委員長（永山伸一）そこのところでよろしい

ですね。ほかにございませんか。 

○委員（中島由美子）附属書の６０ページの診

療所患者数で、上甑、里、そして鹿島、下甑と、

診療所がしっかりと運営されていることはありが

たいことだと思っているんですが、この外来患者

数っていうのは減っている状況なのか、それとも

現状維持ができているのか、そのあたりはどうな

っているか、まずお示しください。 

○委員長（永山伸一）受診者数の変遷について
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はわかりますか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）診療所の受診者数

なんですけれども、年々減っております。ほとん

どが減った状態になっております。年々減ってき

てるというのが現状です。 

○委員長（永山伸一）どこの診療所もというこ

とですね。 

○市民健康課長（檜垣淳子）そうです。 

○委員（中島由美子）人口減少というのもあっ

てのことかとも思うんですが、さまざま声を聞い

ているところでありまして、看護師さんの対応、

または医師の対応というのもちょっと影響してる

かなという部分もあるやに聞いているんですが。

そこで、やはり患者さんがおってこその診療所だ

と思いますし、ちょっと難しいんでしょうが、看

護師さん、医師等からの患者さんに対する対応っ

ていうものもしっかり今後考えていっていただき

たい。もちろん離島であるからこそ、看護師さん

として来ていただいてる方、やっていただいてる

方、医師として赴任していただいてる方等に対し

ては感謝申し上げるんですが、しかしやはりどこ

にいても患者さんあってこその仕事だと思います

ので、そのあたりの対応をしっかりまた今後考え

ていっていただきたいと思いますが、そのあたり、

何か考えがあったらお聞かせください。 

○委員長（永山伸一）部長のほうでいいですか。 

○市民福祉部長（春田修一）患者数の減という

のは、今、委員おっしゃいましたように、絶対的

な人口、キャパが減少してきてるというのが一つ

と、もう一つには、国保と後期高齢の診療所、甑

の方が島内で診療を受けられてるのか、島外に行

かれてるのかという調査も１年間ではございまし

たがしてみたんですが、国保の場合は、医療費、

患者数ともに７５％程度が島外に出ております。

後期高齢が大体フィフティー・フィフティーとい

うような状況がございます。 

 この理由としましては、どうしてもやっぱり入

院が必要だということと、特定の科目がないとい

うこと、それと、どうしても手術等については外

に行かざるを得ないというようなこと等があって

そういう結果が出てて、後期高齢の場合はフィフ

ティー・フィフティーですので、慢性期というよ

うなこと等もあって、島内のドクターでも十分可

能だというような、そういういろんな背景がある

ようでございます。 

 御質問の患者に対する対応のあり方ということ

でございますが、これにつきましては、私どもも

研修を絶えずやっていきたいということも考えて

いるところでございますので、今後もただいまの

意見を踏まえながら、より充実した研修体制を組

んでいければというふうに考えてるところでござ

います。 

 以上でございます。 

○委員（中島由美子）今のお答えでいいと思う

んですが、ちょっとしたことでも島外に出たほう

がいいなっていって出ていかれる方もあるやに聞

いておりますので、やはりそういったこと。なる

だけ島内で、せっかく診療所がそれなりには充実

してると思っていますので、しっかりと島内で医

療が回るっていうことも大事かなと思いますので、

しっかりしていただきたいとお願いしておきたい

と思います。 

○委員長（永山伸一）要望であります。ほかに

ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た。 

 以上で、市民健康課の審査を終わります。ご苦

労さまでした－済いません、部長、どうぞ。 

○市民福祉部長（春田修一）先ほど福田委員の

ほうから、１２４ページの役務費の関係ですが、

今、ちょっと子育て支援課のほうに確認をとりま

した。 

 インフルエンザ等の流行の対応が必要だという

ようなこと等で、審査手数料、あるいは扶助費を

含めまして残してたというような形で不用額が出

ているというような状況でございましたので、先

ほど言ったように、市民健康課による不用額では
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なかったということだけをちょっとお知らせして

おきます。 

○委員長（永山伸一）ありがとうございます。

よろしいですね。 

 行けるところまでということですんで、午前中

も行けるところまで行きましょう。 

────────────── 

△保険年金課の審査 

○委員長（永山伸一）次は、保険年金課の審査

を行います。 

────────────── 

△議案第１３４号 決算の認定について 

（平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算） 

○委員長（永山伸一）まず、審査を一時中止し

ておりました議案第１３４号決算の認定について

（平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決

算）を議題とします。 

 保険年金課関係の決算の概要について、部長に

説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、決算附

属書の６１ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 保険年金課の主要施策でございますが、まず国

民年金に関することにつきましては、年金受給権

の確保を図るため、各種相談受付及び進達事務を

行ったところでございまして、保険料免除制度の

周知及び申請受付・進達、年金制度に係る広報活

動、適用事務等の推進を行ったところでございま

す。 

 ６２ページの国民健康保険事業の推進でござい

ますが、安定的な運営を確保するため、平成

２７年度におきましても、一般会計から２億

５,０００万円の法定外繰り入れを行ったところで

ございます。 

 現在、平成３０年度の国保制度改革に向けた協

議を県と進めているところでございまして、今般、

県へデータを提供するためのシステム改修を予算

化するなど、制度移行の準備を進めているところ

でございます。 

 ３の後期高齢者医療事業の推進では、長寿健診、

人間ドック補助の執行、特別会計への繰出金を支

出したところでございます。 

 最後に、国保、後期高齢の特別会計に係る成果、

特に給付状況については、国保特会につきまして

は６３ページから、後期高齢特会につきましては

６７ページから記載してるところでございます。 

 国保につきましては、被保険者数が２万

２,６３０人と、対前年で６１２人減少しておりま

すが、これにつきましては、社保加入、あるいは

後期高齢への移行によるものと考えているところ

でございます。 

 保険給付につきましては、８４億４,４７７万円

でございまして、１.２％の増になっております。

被保険者数が減少しながら給付費は増ということ

でございますが、これは、前期高齢者の増と、平

成３７年度までは後期高齢者は増というふうな推

計も出ておりますので、多分、今後もこの傾向は

進むのではないかというふうに考えてます。 

 特定健診については、目標６０％に対して、速

報値でございますが５９.３％という形で、大分近

づいてきてる、市民の健康意識の高まりがあらわ

れてきてるのかなと思っております。 

 国保税の徴収率は９１.２％という形になってお

ります。 

 次に、後期高齢につきましては、被保険者数が

１万６,０７２人で、前年度と比べまして２６人減

となっておりますが、ただ、７５歳以上の新規加

入の分については２０人の増というような状況が

ございます。 

 徴収率につきましては、９９.２％という形でし

ております。 

 給付費につきましては、速報値がまだ出ており

ませんので、また出た時点で御報告をさせていた

だきたいと思います。 

 以上が保険年金課の主要施策の成果でございま

すが、決算の詳細につきましては、この後、保険

年金課長のほうで御説明をさせていただきたいと

思います。 

○委員長（永山伸一）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、保険年金課分について補足説明を求

めます。 

○保険年金課長（西田光寛）それでは、平成

２７年度の保険年金課に係る一般会計の歳入歳出

決算について説明いたします。 

 まず、歳出について御説明申し上げますので、

決算書の１１１ページをお開きください。 

 まず、３款１項４目国民年金費であります。支
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出済額１,６１８万３,６３７円で、嘱託員一人分

の報酬及び職員二人分の給与費等で、老齢基礎年

金等の裁定請求や被保険者異動処理及び相談業務

等に要した経費であります。 

 続きまして、１２７ページをお開きください。 

 ４款１項５目国民年金保険対策費でありますが、

支出済額１２億２,９４９万９４５円であります。

支出の主なものは、嘱託員一人分の報酬及び職員

１６人分の給与費、国民健康保険事業特別会計へ

の繰出金等であります。 

 平成２７年度の繰出金については、備考欄の保

険基盤安定繰出金から出産育児一時金繰出金まで

の法定内繰り出し及び国保事業の運営健全化のた

め、財政支援分として２億５,０００万円の法定外

繰り出しを行っております。 

 ５０万円以上の不用額について御説明いたしま

す。 

 ２８節繰出金につきましては、国民健康保険事

業特別会計への繰出金で、出産育児一時金に係る

交付税措置分を繰り出しいたしますが、この実績

が見込みを下回ったことが主な理由でございます。 

 次に、同項７目後期高齢者医療対策費でありま

すが、支出済額１７億５,８７２万９，０７７円で、

支出の主なものは、長寿健診審査委託料、広域連

合への負担金及び後期高齢者医療事業特別会計へ

の保険基盤安定繰出金であります。 

 次に、５０万円以上の不用額ですが、１９節負

担金補助及び交付金は、広域連合負担金見込みよ

り見込み額が少なかったことによる不用額であり

ます。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、前に返っていただき、３１ページをお開きく

ださい。 

 １５款１項２目衛生費負担金、１節国民健康保

険医療助成費負担金は、１億９６万９,９２２円で

ありますが、国民健康保険事業特別会計へ国民健

康保険基盤安定負担金として繰り出す経費のうち、

国庫負担分の歳入であり、負担率、国２分の１と

なっております。 

 続きまして、３７ページをお開きください。 

 同款３項２目民生費委託金、１節社会福祉委託

金では、保険年金課分は国民年金事務費交付金

１,８９１万４,３０５円であります。同事務費は、

国において標準的な経費を基準額として定め、そ

れに地域補正係数等を乗じて算出されております。 

 続きまして、３９ページをお開きください。 

 １６款１項２目衛生費負担金、２節国民健康保

険医療助成費負担金は、国民健康保険基盤安定繰

入金に係る県負担金３億６,６９４万９,７８６円

であり、負担率として、保険料軽減分が県４分の

３、保険者支援分が県４分の１となっております。 

 次に、３節後期高齢者医療助成費負担金は、後

期高齢者医療保険基盤安定拠出金に係る県負担金

３億９,５９８万１９円であり、負担率は４分の

３であります。 

 続きまして、６５ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入になりますが、保険年金課

分は、備考欄の上から４列目をごらんいただきた

いと思います。 

 国保連合会から事務手数料返還金を受け入れて

いるほか、後期高齢者医療広域連合制度事業補助

金等を受け入れております。国県支出金に該当し

ないため、雑入として受け入れております。 

 財産に関する調書について、国民健康保険高額

療養資金貸付基金等がございますが、関連がござ

いますので、次の国保特別会計決算で説明させて

いただきます。 

 以上で、一般会計の説明を終わります。よろし

く御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま補足説明があり

ました。これより質疑を行います。御質疑願いま

す－上野委員、先ほどの２億５,０００万円の法

定外がありましたけど、よろしかったですか。 

○委員（上野一誠）今、この監査意見書を見て

て、不納欠損額、国民健康保険税、督促料とか、

いろいろ指摘を書いてあるんですけども、いわば

払えない人たちも数多くいるんだなというのをこ

の数字から見受けられる部分があります。 

 そこで、法定外２億５,０００万円を入れて、国

保税が本市にとって、ある程度高い水準にあるん

じゃないかとは思うんですが、いろんな医療費の

アップとか、あるいは国保世帯の減とか含めなが

ら、ここあたりを今後どういうふうに推移してい

くか、ちょっとお考えを聞かせてくれませんか。 

○委員長（永山伸一）法定外繰り出しの方向性

ですね。課長でいいですか。 

○保険年金課長（西田光寛）今御指摘のとおり、

高齢化に伴いまして、医療費がだんだんふえてお
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ります。単年度収支で、平成２７年度が５億

６３４万８,０００円の赤字でございます。平成

２６年度が単年度収支が３億１ ,３８０万

９,０００円と、１年で約１億８,０００万円ぐら

いふえております。赤字のほうが。部長ともちょ

っと話はしたんですけれども、国保税の引き上げ

を、本来ならば検討しないといけない時期になっ

ております。 

 ただし、先ほど部長のほうからもありましたと

おり、平成３０年度から、国保の制度を県のほう

で共同運営するという形になっておりまして、今

年末ぐらいに、それに伴います県からの納付金を

幾ら納めなさいというのが一応示される予定にな

っております。それを見てから、その引き上げに

ついては今後検討していこうかなということで考

えておりますが、平成２８年度もちょっと見込み

を計算しましたところ、２億５,０００万円の一般

会計からの繰り入れを入れまして、基金が２億ち

ょっとございますので、それを入れましてちょう

ど今のところ見込みではとんとんかなというよう

な状況でございます。もしかしたら赤字になる可

能性もありますので、最後、ちょっと例外的な処

置をさせていただく可能性もあるのかなというふ

うに考えております。 

 この辺は、歳出の見込みが今年度もまだ不確定

でございますので、ちょっと見えないところでご

ざいます。 

○市民福祉部長（春田修一）今、詳細に課長の

ほうが説明をさせていただきましたが、今後、

２億５,０００万円の法定外をどうするのかという

部分につきましては、平成３０年度からの広域化

がございます。その中で、今、１９市の中でも法

定外を繰り入れてないのが少ない状態でございま

す。そうした場合に、どうするのというのを、平

成３０年度からの広域化になって、どういう形で

示されてきて、他市がどういうふうに取り組んで

いくのかというのを見きわめながら対応していか

ないといけないのかなというふうに考えておりま

すので、とりあえず平成２８年度までは単年度収

支も非常に厳しい状況がございますので、平成

２８年度、平成２９年度は財政当局のほうにも法

定外の部分についてはお願いしていきたいという

ふうな考え方を持っております。 

○委員（上野一誠）よくわかりました。いろい

ろ国保税納入に当たっては、やっぱり市民にとっ

ても大きな負担になってるので、十分、今の部長

の、あるいは課長の御判断のように、できるだけ

負担にならんような方向をまた努力されながら取

り組んでいただきたいというふうに、意見として、

要望として申し上げておきます。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで本案に係る審査を一時中止します。 

 あわせて、ここで休憩します。国保に関しては

昼からお願いいたします。 

 再開はおおむね１３時といたします。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時５９分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午後 ０時５９分開議 

         ～～～～～～～～～～ 

○委員長（永山伸一）それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

────────────── 

△議案第１４４号 決算の認定について 

（平成２７年度薩摩川内市国民健康保険事 

業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（永山伸一）次に、議案第１４４号決

算の認定について（平成２７年度薩摩川内市国民

健康保険事業特別会計歳入歳出決算）を議題とし

ます。 

 補足説明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）それでは、平成

２７年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算について御説明いたします。 

 決算書は３０３ページからになります。 

 なお、歳入の冒頭で、保険税等税務課関係分を

説明させていただきます。また、特別会計につき

ましては、費目が多いことから、基本的に「款」

単位により、簡潔に説明させていただきたいと思

いますので御了承いただきたいと存じます。 

 まず、歳出について御説明いたします。

３１７ページをお開きください。 

 １ 款 総 務 費 は 、 支 出 済 額 １ , ５ １ ２ 万

６,６１０円で、国民健康保険被保険者証等作成業

務委託、国保連合会負担金、納税通知書作成業務

委託、国保運営協議会費が主なものでございます。 
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 ５ ０ 万 円以 上 の不 用額 、 委 託 料９ １ 万

６,００３円につきましては、第三者損害賠償求償

事務共同処理分の損害賠償金収納額が少なかった

ための不用額でございます。 

 次の２款保険給付費は、３１９ページにかけま

して、支出済額８４億６,８０７万９,７４６円で、

療養諸費、高額療養費、葬祭費、移送費、出産育

児諸費等を支出しております。件数等につきまし

ては、備考欄及び決算附属書の６３ページから

６５ページを御参照ください。 

 保険給付費に係るそれぞれの不用額につきまし

ては、給付費等の伸びを最大で見積もらざるを得

ないことによる執行残であります。 

 次に、同ページの３款後期高齢者支援金拠出金

から６款介護納付金につきましては、それぞれの

被保険者数が各保険者において異なる、その格差

を調整するもので、本市国保保険者としての拠出

金等で、社会保険診療報酬支払基金へ支払うもの

でございます。 

 次に、３２１ページになります。７款共同事業

拠 出 金 は 、 支 出 済 額 ３ ２ 億 ５ , ７ ９ ６ 万

１,５３０円であります。当該拠出金は、高額医療

について国及び県内で再調整するもので、その拠

出金になります。 

 なお、レセプト１件８０万円以上を対象とする

高額医療費共同事業と３０万円以上８０万円未満

を対象とする保険財政共同安定化事業があります

が、平成２７年度から保険財政共同安定化事業の

対象が全ての医療費に拡大されたため、決算額が

前年度と比較して倍増いたしております。 

 次に、８款保健事業費は、支出済額１億

７,４７９万３,５３６円で、１項特定健診保健指

導事業費では、本土・支所保健師業務嘱託員等

５人の報酬や特定健診・保健指導事業の経費を、

２項保健事業費では、糖尿病重症化予防事業や人

間ドック利用補助金、レセプト点検嘱託員二人の

報酬及びジェネリック医薬品差額通知事業などを

執行したほか、３２３ページの３項早期介入保健

指導事業費では、特定健診の要指導ではない予備

群の者に対し、早くから生活習慣の改善指導を行

う早期介入保健指導事業を実施しております。 

 ５０万円以上の不用額について御説明いたしま

す。１項疾病予防費の１３節委託料については、

診療報酬明細書の件数が年度末まで確定できない

ことによる執行残でございます。 

 次に、１９節負担金補助及び交付金については、

人間ドック利用補助金等の件数が年度末までに確

定できないことによる執行残でございます。 

 ９款基金積立金については、支出済額１５万

７,０００円で、国民健康保険基金で発生した利息

相当額を積み立てたものでございます。 

 次の１１款諸支出金でありますが、支出済額

２億５,１１５万９９４円で、１項償還金及び還付

加算金のうち、１目一般被保険者保険税還付金、

２目退職被保険者等保険税還付金については、国

保税の過年度還付金になります。 

 ３目償還金では、備考欄のほうをごらんくださ

い。平成２６年度国民健康保険療養給付費等負担

金返還金並びに平成２３年度から平成２５年度国

民健康保険財政調整交付金等返還金は精算による

返納金であります。 

 次に、２項繰出金については、直営診療施設勘

定への繰り出しと収納率向上対策事業として一般

会計へ繰り出ししたものでございます。５０万円

以上の不用額は、収納率向上対策事業の繰出金は、

県の指示により事業費の積算期間が年度から年に

変更となったため、平成２７年度分は１月から

３月分が不用となったものでございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 初めに、税務課より国民健康保険税の決算状況

を説明し、その後、保険年金課関係について御説

明いたします。 

○税務課長（堂元清憲）国民健康保険税の収納

状況につきまして、収納課分もあわせて説明をい

たします。 

 決算書は３０９ページになります。 

 １款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国

民健康保険税は、収入済額１６億３,６１９万

３,１４９円です。２目退職被保険者国民健康保険

税は、収入済額９,３１１万５８３円です。 

 結果としまして、一番上の行になりますが、国

保 全 体 で は 収 入 済 額 １ ７ 億 ２ , ９ ３ ０ 万

３ ,７３２円です。収納率は現年課税分で

９１.２０％、滞納繰越分で１３.５４％で、全体

としましては６５.８２％となっております。 

 不納欠損額につきまして、一般分と退職分をこ

れ は 合 計 を し た も の で す 。 ４ , １ ６ ０ 万

４,７３８円で、件数は３,３８３件です。不納欠
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損処分の主な理由ですが、担税力未回復によるも

のが１,５７１件、時効によるものが１,５３８件、

ほかは所在不明等でございます。 

 それから収入未済額でございます。これは現年

度分が１ ,６７０人、歳入還付未済額２万

６ ,３００円を含めまして１億５ ,５６４万

７,０３５円、滞納繰越分です、２,１８５人、

７億９６万９,６２５円となっております。 

 次に、２款使用料及び手数料です。１項手数料、

２目１節督促手数料、収入済額１５６万１００円

です。不納欠損額は３０万５,２００円で、これは

本税の不納欠損に伴うものでございます。収入未

済額は歳入還付未済額２００円を含めました

３６２万１５０円です。 

 続いて、３１３ページをお開きください。ちょ

うど真ん中あたりになります。 

 １１款の諸収入１項延滞金加算金及び過料、

１目一般分及び２目退職分の延滞金で、収入済額

７３６万２９６円です。過料については発生をし

ておりません。 

 最後に、国民健康保険の加入状況でございます

が、世帯数で１万４,０６９世帯、被保険者数が

２万２,０６４人であります。加入割合にして全世

帯数の３０.６１％、全人口の２２.７２％となっ

ております。 

 以上で、国民健康保険税に関する説明を終わり

ます。よろしくお願いします。 

○保険年金課長（西田光寛）それでは、引き続

き保険年金課から御説明申し上げます。 

 ３０９ページからになります。３款国庫支出金、

まず、１項国庫負担金については、療養給付費、

高額医療費、特定健診に係る国の負担分で、補助

率は－３１１ページのほうをごらんください。

療養給付費負担金が３４％、高額医療費共同事業

負担金が４分の１、特定健康診査等負担金が３分

の１となっております。 

 同款２項国庫補助金については、財政調整交付

金になります。 

 次に、４款療養給付費交付金は、支払基金から

退職者医療分に係る療養給付費等について交付さ

れるものです。 

 次に、５款前期高齢者交付金は、国保に加入す

る前期高齢者の加入者割合に応じ、支払基金から

交付されるものでございます。 

 次に、６款県支出金においては、各事業の県負

担分で、高額医療費共同事業負担金、財政調整交

付金、特定健診等負担金があり、補助率は高額医

療費共同事業負担金が４分の１、財政調整交付金

が９％となっております。特定健康診査等負担金

が３分の１となっております。 

 次の７款１項共同事業交付金は、高額の医療費

に対し、県単位で国保連合会により調整交付され

るもので、医療費が月に８０万円を超えるものと

３０万円を超えるものがありましたが、平成

２８年度から全てのレセプトに拡大されました。

交付額はいずれも１００分の５９相当額が交付さ

れます。 

 次に、８款１項１目利子及び配当金については、

国民健康保険高額療養資金貸付基金等の利子収入

でございます。 

 次に、３１３ページにかけて、９款１項１目一

般会計繰入金につきましては、保険基盤安定繰入

金、財政安定化支援事業繰入金、出産育児一時繰

入金等の繰入金の法定内繰入金のほか、平成

２２年度の国保税の引き上げに伴い、その後の国

保事業の財政支援のため法定外繰入を２億

５,０００万円行っております。 

 １１款３項雑入２目一般被保険者第三者納付金、

３目退職被保険者第三者納付金は、交通事故等に

より国保による治療を受けた場合、その費用を加

害者から損害賠償金として受け入れるもので、国

保連合会に委託しているものでございます。 

 ４目一般被保険者返納金は、調定額３３０万

１,４９１円、収入額２３７万８,６２２円、収入

未済額９２万２,８６９円で、収納率７２.０％、

５目退職被保険者等返納金は、調定額７万

８,９４３円、収入額７万８,９４３円で収納率

１００％でございました。 

 この返納金については、資格喪失後の受診や負

担割合変更に伴う一部負担金の返納で毎年発生す

るものであり、その都度、納付依頼等を行ってお

ります。面談や電話、文書等で催告を行い納付の

相談をしてきましたが、３３件分が未済となって

おります。今後も粘り強く面談や電話による催促

を行っていきたいと考えております。 

 次の、６目雑入につきましては、健康づくり栄

養教室の参加負担金や、国保連合会事務手数料返

還金、療養費等一部負担金を受け入れております。 
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 続きまして、３２５ページをお開きください。

実質収支について、歳入総額１４０億２５６万

６,０００円、歳出総額１３８億９ ,１３４万

７,０００円で、歳入歳出差引額１億１,１２１万

９,０００円、翌年度へ繰り越すべき財源はなく、

実 質 収 支 額 は 、 同 額 の １ 億 １ , １ ２ １ 万

９,０００円となっております。 

 次に、財産に関する調書について御説明いたし

ます。３７４ページをお開きください。 

 保険年金課関係では、４基金の特定基金で、一

番 下 か ら ４段 目 の国 民健 康 保 険 基金 と 、

３７５ページの運用基金で、国民健康保険高額療

養資金貸付基金があります。 

 次に、基金の運用状況について御説明いたしま

すので、３８１ページをお開きください。 

 国民健康保険高額療養資金貸付基金につきまし

ては、平成２７年度末基金現在高は、２,５９５万

円となっております。当基金は高額療養費の支給

見込額１万円以上の支払いが困難な国保世帯に対

し、支給見込内で無利子の貸し付けを行うもので、

その貸付及び償還状況は、表のとおり２４３件、

貸付金額３,４０９万５,６２８円となっておりま

す。 

 以上で、平成２７年度国民健康保険事業特別会

計に関する説明を終わります。よろしく御審査賜

りますようお願い申し上げます。 

○委員長（永山伸一）当局の説明がありました

ので、これより質疑を行います。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た。 

────────────── 

△議案第１４７号 決算の認定について 

（平成２７年度薩摩川内市後期高齢者医療 

事業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（永山伸一）次に、議案第１４７号決

算の認定について（平成２７年度薩摩川内市後期

高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算）を議題と

します。 

 補足説明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）それでは、平成

２７年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出決算について御説明いたします。 

 まず、歳出について御説明いたします。決算書

の３６４ページをお開きください。 

 １款２項徴収費は、支出済額１６万３,３３５円

で、保険料徴収事務に係る経費であります。 

 次に、２款後期高齢者医療広域連合納付金は、

支出済額１１億１,０２９万５,７５９円で、広域

連合への保険料等の納付金で、徴収した保険料と

保険基盤安定分を合わせて納付するものでござい

ます。５０万円以上の不用額は、保険基盤安定分

の広域連合への納付金が見込額より少なかったも

のによるものでございます。 

 ４款１項１目保険料還付金は、支出済額９５万

７,６００円で、これは過年度保険料について所得

更正等による被保険者への還付金でございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。

前に返っていただき、３６２ページをお開きくだ

さい。 

 １款１項後期高齢者医療保険料は、調定額７億

６８６万７,８００円、収入済額６億９,７８７万

５,７００円で総体の収納率は９８.７％でござい

ます。 

 平成２７年度の収納状況について説明いたしま

す。後期高齢者医療保険料には、年金天引きによ

る特別徴収と普通徴収がございます。特別徴収に

ついて、現年度分は調定額４億６ ,８３３万

９ ,６００円、収入済額が４億６ ,８９０万

６,８００円で還付未済額が５６万７,２００円あ

り収納率１００％でございます。 

 普通徴収分につきましては、現年度分が調定額

２億２,９７０万７,８００円、収入済額２億

２,４１９万２,１００円、差し引き収入未済額

５６０万６,７００円で収納率９７.６％となって

おります。 

 滞納繰越分は、調定額８８２万４００円、収入

済額４７７万６,８００円、不納欠損額１８万
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６,２００円、収入未済額３８５万７,４００円で

収納率は５４ .２％で、普通徴収全体では

９６.０％となっております。 

 不納欠損額１８万６,２００円は、保険料の時効

成立２年が経過することから不納欠損処分いたし

ました。時効成立理由は、本人死亡によるものや

納入困難者が主なものでございます。 

 過年度分まで含めた収入未済額は、９４６万

４,１００円で、収納対策として、臨戸や電話、確

約書等による時効中断を行うなど収納向上に努め

ております。今後においても、口座振替の推進や

年金支給月を中心に徴収計画を立てるなど、収納

率向上を図っていくこととしております。 

 なお、還付未済額は死亡等の理由により保険料

を返還する必要がございますが、御遺族の口座等

の確認に時間を要するため、今年末をめどに処理

を行う予定としております。 

 ２款使用料及び手数料につきましては、保険料

に係る督促手数料で、調定額２２万４,３００円、

収入済額は１７万２,７００円となっており、保険

料と同様１,５００円を不納欠損処分しております。 

 次に、４款１項一般会計繰入金については、保

険基盤安定繰入金で、低所得者に係る保険料軽減

分であり、公費で補填するものでございます。 

 次に、６款諸収入、２項１目保険料還付金は、

保険料の還付分について広域連合からの返還を受

け、被保険者へ返すものでございます。 

 次に、３６６ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書でありますが、歳入総額

１１億１,４４７万１,０００円に対しまして、歳

出総額１１億１,１４１万７,０００円で、歳入歳

出差引額は３０５万５,０００円となり、実質収支

額は、下の注意書きのとおり四捨五入の関係で

３０５万４,０００円となっております。 

 以上で、平成２７年度後期高齢者医療事業特別

会計に関する説明を終わります。よろしく御審査

賜りますようお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）当局の説明が終わりまし

たが、これより質疑を行います。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た。 

 以上で、保険年金課の審査を終わります。御苦

労さまでした。 

────────────── 

△障害・社会福祉課の審査 

○委員長（永山伸一）次に、障害・社会福祉課

の審査を行います。 

────────────── 

△議案第１３４号 決算の認定について 

（平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入歳 

出決算） 

○委員長（永山伸一）それでは、審査を一時中

止しておりました議案第１３４号決算の認定につ

いて（平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入歳出

決算）を議題とします。 

 まず、障害・社会福祉課関係の決算の概要につ

いて、部長に説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、決算附

属書の６８ページからになります。 

 まず、１の共に支え合う地域福祉社会の形成事

業では、災害時の人的災害を減らすために、災害

時要援護者避難支援計画に基づき個別支援計画を

策定し、支援関係者全体で情報の共有化を図った

ところでございます。 

 また、県からの権限移譲によりまして、市内

４１社会福祉法人ございますが、２１法人につい

て法人運営に係る指導監査を実施したところでご

ざいます。 

 さらに、平成２６年４月から消費税が引き上げ

られたことに対し、低所得者に与える影響を緩和

するため、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉

給付金を支給したところでございます。 

 そのほか戦没者等の遺族に対する特別弔慰金申

請１,１９０件の進達事務を行ったところでござい

ます。 

 ２の一般障害者自立支援事業では、重度障害者

及び障害児に対しまして、タクシー等の料金の一
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部助成をし、３の障害者（児）自立支援事業では、

総額で２１億５,０００万円程度ございますが、こ

のうち施設入所者支援給付で２５５人対して３億

６,８８０万円、生活介護給付費、これにつきまし

て２９８人に対しまして７億４,５００万円と、こ

の二つの事業で全体の自立支援事業の５１.７％を

占めているところでございます。 

 そのほか、各種自立支援給付を行ったところで

ございまして、詳細につきましては、説明書に記

載してあるとおりでございます。 

 次に、飛んで７０ページ、４の重度心身障害者

医療費助成事業では、重度の心身障害者の医療費

の助成を行ったところでございます。 

 ５の特別障害者手当等給付事業では、在宅の重

度障害者１６０人に対してまして手当を支給し、

福祉の増進を図ったところでございます。 

 ６の障害者の自立支援の充実では、障害者の社

会参加を促進するため、地域生活支援事業として

障害者相談支援事業、地域活動支援センター事業

等を実施したところでございます。 

 ７１ページにあります７の障害児の発達支援で

は、心身に障害のある児童を対象に児童発達支援

センター事業－これはつくし園でございます

－及び放課後等デイサービス事業を実施したと

ころでございます。就学児につきましては、本市

には４カ所施設があるところでございまして、そ

れぞれ登録をしていただいてデイサービス等の事

業を実施していただいているところでございます。 

 ７２ページになります。８の隣保館の管理・運

営では、隣保館において各種教養講座を延べ

５１４回開催したところでございます。 

 ９の災害援助援護対策では、災害救助法の適用

に至らない火災による罹災者に対しまして、応急

的に必要な援護を行ったところでございます。 

 １０の災害復旧事業では、台風１５号により被

害を受けた子ども発達支援センターつくし園施設

の復旧工事を行ったところでございます。 

 以上が、障害・社会福祉課の主要施策の成果で

ございますが、決算の詳細につきましては、この

後、障害・社会福祉課長のほうで説明させていた

だきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）では引き続き、一般会計

歳入歳出決算中、障害・社会福祉課分について補

足説明を求めます。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）それでは、

一般会計の歳出について御説明をいたします。 

 決算書の１０５ページをお開きください。 

 ３款１項１目社会福祉総務費のうち障害・社会

福祉課分の支出済額は、４億８ ,７３２万

６,９８８円です。 

 備考欄をごらんください。社会福祉管理運営費

の主なものは、社会福祉事務嘱託員等報酬、職員

２３人分の給与費、社会福祉協議会運営補助金等

でございます。社会福祉施設管理費につきまして

は、手打へき地保健福祉館消防用設備等保守点検

業務委託等でございます。 

 １０７ページをお開きください。 

 臨時福祉給付金給付事業費は、平成２７年度分

の給付事業費に係る交付金等でございます。 

 １０５ページにお戻りください。 

 繰越明許費に計上されております１目社会福祉

総務費の全額につきましては、３月補正で予算化

した年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業を

平成２８年度に繰り越したものでございます。 

 続きまして、同目の不用額のうち、障害・社会

福祉課分について説明をいたします。３節職員手

当等、７節賃金、１１節需用費、１２節役務費、

１３節委託料、１９節負担金補助及び交付金につ

きましては、平成２７年度の臨時福祉給付金給付

事業に係る不用額で、平成２８年２月３日までが

申請期限であったため、全給付予定者に支払える

よう減額しなかったもので、その他の費目の執行

残につきましては、平成２８年度給付予定のシス

テム開発費等へ流用してよいという国の指示があ

って、制度概要が２月ごろに示される予定だった

んですが、４月にずれ込んでしまったためにシス

テム開発等に取りかかれず執行残となったもので

ございます。 

 次に、１０７ページをお開きください。 

 ３款１項２目身体障害者等福祉費の支出済額は、

２９億２,３０１万１,１０６円でございます。備

考欄をごらんください。一般身体障害者自立支援

事業費は、職員７人分の給与費、サン・アビリテ

ィーズ川内の指定管理料等でございます。 

 障害者（児）自立支援事業費は、１０９ページ

をお開きください。障害認定審査会委員１５人、

嘱託医一人、障害認定訪問調査相談業務嘱託員

３人の報酬、施設入所支援等補助事業扶助費等で
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ございます。 

 次に、重度心身障害者医療費助成事業費は、行

政事務嘱託員３人の報酬と、重度の障害がある方

等への医療費助成が主なものでございます。 

 次に、特別障害者手当等給付事業費は、嘱託医

二人の報酬及び特別障害者手当等でございます。 

 地域生活支援事業費は、手話通訳業務嘱託員一

人の報酬、地域活動支援センター事業業務委託ほ

か９件の委託料、日中一時支援等補助事業扶助費

等でございます。 

 障害児通所支援事業費は、児童発達支援セン

ター指定管理料、１１１ページをお開きください。

放課後等デイサービス等補助事業扶助費等でござ

います。 

 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業につ

きましては、小児慢性特定疾患児に特殊寝台等の

日常生活用具を給付したものでございます。 

 続きまして、同目の不用額について説明をいた

しますので、１０７ページにお戻りください。 

 １２節役務費につきましては、サービス利用に

伴う国保連合会へ支払う審査手数料の単価が下が

ったこと等によるものが主なものでございます。 

 １３節委託料につきましては、児童発達支援セ

ンター及び児童発達支援事業施設指定管理料等の

実績精算による執行残が主なものでございます。 

 ２０節扶助費につきましては、障害者自立支援

給付費及び重度心身障害者医療費助成費の執行残

が主なものでございます。 

 １１１ページをお開きください。 

 ３款１項３目地方改善対策費の支出済額は、

３,５１５万３,４５０円でございます。備考欄の

ほうをごらんください。隣保館管理運営費では、

隣保館長等５人の嘱託員の報酬、職員一人分の給

与費、冷水会館空調設備一式の備品購入費、人権

啓発等連絡協議会運営補助金等が主なものでござ

います。 

 続きまして、同目の不用額及び予算の未執行分

について説明をいたします。 

 １５節工事請負費の未執行につきましては、冷

水・永田・杉ノ角会館の空調設備について、当初、

工事請負費で予算措置しておりましたが、執行委

託課との再協議の結果、備品購入費での執行が適

切だということで設計額を流用し、その残額が未

執行となったものでございます。 

 １８節の備品購入費につきましては、今説明し

ました冷水・永田・杉ノ角会館の空調設備一式の

備品購入費の執行残が主なものでございます。 

 次に、１２１ページをお開きください。 

 ３款５項１目災害救助費の支出済額は、６２万

９,８４９円です。備考欄をごらんください。災害

救助費の主なものにつきましては、火災等による

災害見舞金等でございます。 

 同目の不用額及び予算の未執行分について、障

害・社会福祉課分を説明いたします。 

 １１節の需用費の執行がなかった分は、災害に

伴う消耗品、電池、懐中電灯等購入の必要がなか

ったもので、執行がなかったものです。 

 １４節使用料及び賃借料の障害・社会福祉課分

は、被災者用住宅借上料等の執行がなかったこと

によるものでございます。 

 ２０節扶助費の障害・社会福祉課分の不用額に

つきましては、災害救助法が適用された場合の災

害弔慰金等の執行がなかったものでございます。 

 次に、２０１ページをお開きください。 

 １１款４項１目現年公用・公共施設災害復旧費、

障害・社会福祉課分は、支出済額１４７万

９,６００円でございます。備考欄をごらんくださ

い。現年公用・公共施設災害復旧事業費のうち障

害・社会福祉課分は、一番下にございますが、台

風１５号に伴う子ども発達支援センターつくし園

台風災害撤去・復旧工事分でございます。 

 次に、一般会計の歳入について主なものを御説

明いたします。決算書の１５ページをお開きくだ

さい。 

 １３款２項１目民生費負担金、１節社会福祉費

負担金につきましては、心身障害者扶養共済掛金

等でございます。 

 次に、１７ページをお開きください。 

 １４款１項２目民生使用料、１節民生使用料の

うち障害・社会福祉課分につきましては、サン・

アビリティーズ川内及び児童発達支援センターの

利用料等でございます。 

 次に、２９ページをお開きください。 

 １５款１項１目民生費負担金、１節社会福祉費

負担金につきましては、障害者自立支援給付費等

負担金でございます。 

 次に、３１ページをお開きください。 

 ３節児童福祉費負担金の障害・社会福祉課分に
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つきましては、児童発達支援センター給付費負担

金でございます。 

 次に、３３ページをお開きください。 

 １５款２項２目民生費補助金、１節社会福祉費

補助金のうち障害・社会福祉課分につきましては、

臨時福祉給付金給付事業費補助金及び地域生活支

援事業費補助金でございます。 

 収入未済額５億３,００６万５,０００円につき

ましては、年金生活者等支援臨時福祉給付金事業

の繰り越しに伴うものでございます。 

 次に、３７ページをお開きください。 

 １５款３項２目民生費委託金、１節社会福祉費

委託金のうち障害・社会福祉課分は、特別児童扶

養手当事務委託金でございます。次に、１６款

１項１目民生費負担金、１節社会福祉費負担金に

つきましては、障害者自立支援給付費等負担金、

障害者自立支援医療費負担金等でございます。 

 ３９ページをお開きください。 

 ３節児童福祉費負担金のうち障害・社会福祉課

分は、児童発達支援センター給付費負担金でござ

います。 

 次に、４１ページをお開きください。 

 １６款２項２目民生費補助金、１節社会福祉費

補助金につきましては、重度心身障害者医療費助

成事業費補助金及び地域生活支援事業費補助金で

ございます。 

 次に、４７ページをお開きください。 

 １６款３項２目民生費委託金、１節社会福祉費

委託金のうち障害・社会福祉課分につきましては、

社会福祉統計調査費委託金等でございます。 

 次に、５１ページをごらんください。 

 １７款１項１目財産貸付収入、１節土地建物貸

付収入のうち障害・社会福祉課分は、上から８行

目ほどになりますが、福祉作業所分の貸地料でご

ざいます。 

 次に、５３ページをお開きください。 

 ２目利子及び配当金、１節利子及び配当金のう

ち障害・社会福祉課分は、中ほどにございますが、

り災救助基金利子収入でございます。 

 次に、５５ページをお開きください。 

 １９款１項３目り災救助基金繰入金、１節り災

救助基金繰入金は、災害救助費の必要経費分を繰

り入れたものでございます。 

 次に、５９ページをお開きください。 

 ２１款３項１目貸付金元利収入、７節地震災害

援護資金貸付金元金収入につきましては、鹿児島

県北西部地震、平成９年の地震ですが、その貸付

者滞納者１４人のうち１１人分の償還金でござい

ます。収入未済額が３５５万１,０００円となって

おります。同じく３６節県北部豪雨災害援護資金

貸付金元利収入は、納入義務者一人分の償還金で、

平成２７年度で全て償還済みとなりました。 

 次に、６５ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入、１節雑入のうち障害・社

会福祉課分は、備考欄の中ほどになりますが、重

度心身障害者医療高額介護合算療養費返納金及び

児童発達支援センターつくし園の給食費等が主な

ものでございます。 

 次に、財産に関する調書について説明をいたし

ますので、決算書の３６８ページをごらんくださ

い。 

 （４）の物権のうち、行政財産の温泉権につき

ましては、総合福祉会館に１カ所持っております

が、現在はもう使用されておりません。 

 次に、３７３ページをお開きください。 

 ３の債権でございますが、下から２行目地震災

害援護資金貸付金とその下、災害援護資金貸付金

がございますが、決算書で説明したとおりでござ

います。 

 次に、３７４ページをお開きください。 

 ４の基金でございますが、上から４行目にり災

救助基金がありますが、これについても決算書で

説明したとおりでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りましたので、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（上野一誠）行政が間接的に携わること

ですが、支援団体ということから、先般障害者の

福祉大会に行ったんですけども、いろいろ組織が

少しがたがたしてて、この薩摩川内市の障害者福

祉の関係が今後どうなっていくんだろうかという、

総会で目の当たりにしてきたんだけども。やはり

お互いが助け合っていかなきゃいけないのに、結

果的にあそこから脱会をされて独自の流れになっ

ていくということになっていったときに、今後の

おさめ方というか、それはやっぱり、この障害者
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支援を含めると大きな課題かなと思うんですけど、

何かコメントありますか。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）私も、こ

とし４月に参りまして、ことしの２月の段階で障

害者団体のほうが一つにまとまるという話を聞い

てて、安心して来たところでございました。 

 ただ、実際また平成２８年度動いていく中で御

指摘のとおり、ちょっといろいろ人間関係だった

りとか、そういった意見の中で食い違いがあった

りとか、団体の存続に対していろいろな動きがあ

るようでございますので、関係者等からじっくり

また平成２９年度に向けて話を聞いて、いい方向

になるようにいければと考えているところでござ

います。 

○委員（上野一誠）平成２７年度決算とは直接

関係ないんだけど、今後支援活動をするに当たっ

て、あれはちょっと行政も少し入っていかないと

まずいなと思いながら、総会であんだけがちゃが

ちゃやられるとやっぱりこれは穏やかでないです

よ。それはぜひ努力をしてください。意見として。 

○委員長（永山伸一）意見であります。 

○市民福祉部長（春田修一）今委員おっしゃい

ますように、障害者団体、私も４年前に市民福祉

部に来たときからくすぶってた部分でございまし

て、私どもも幾つかの団体の役員の方々と直接お

会いしてお話をしたりして、一つになれないかと

いうようなこと等でずっとやってきたんですが、

今課長が言うように、４年目になってまた別な問

題等が噴出しまして、非常に手をこまねいている

ところでございます。 

 ある１地域を除いて、ほかの団体が一緒になっ

て活動しようかというような形で今、話が進んで

いるようでございまして、そこの分については新

たな組織、団体と申しますか、そこも含めた形で

やっていこうというようなふうになっているとこ

ろでございます。 

 課長が言うように、市内で一つにまとまってい

ただきたいという思いはありますので、その分に

ついては私どもも伝えていきたいと思っておりま

すが、任意団体のことでございまして、なかなか

強制的な部分では難しい部分がありますが、でき

るだけ努力はしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、障害・社会福祉課の審査を終わります。

御苦労さまでした。 

────────────── 

△高齢・介護福祉課の審査 

○委員長（永山伸一）次に、高齢・介護福祉課

の審査を行います。 

 まず、高齢・介護福祉課関係の決算の概要につ

いて、部長に説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、決算附

属書の７３ページからになります。 

 １の高齢者等の権利擁護支援では、成年後見制

度の普及・啓発・相談、法人後見事業等を行う権

利擁護センターの運営助成を行ったところでござ

います。 

 ２の高齢者健康づくりの促進では、職員の人件

費のほか、敬老金等の支給、はり・きゅう・マッ

サージの助成、高齢者クラブ活動の助成を行った

ところでございます。なお、高齢者クラブにつき

ましては、平成２６年度と比べまして４団体、人

員として１９０人の増になったところでございま

す。 

 次に、７４ページでございますが、３、高齢者

の日常生活支援では、訪問給食サービス、ショー

トステイ等の日常生活の支援や緊急通報システム

の整備による安否確認などを行い、福祉の向上に

努めてきたところでございます。 

 ４の在宅介護者の支援では、ねたきり老人介護

手当支給事業、家族介護用品支給事業を行ったと

ころでございます。 

 ５の養護老人ホーム入所措置では、居宅におい

て養護を受けられない高齢者の入所措置、市内が

１７５名、市外５９名、合わせまして２３４名の

入所措置を行ったところでございます。 

 ７５ページになります。 

 ６の介護保険事業の推進では、職員の人件費の

ほか甑島地域及び低所得者の利用者負担軽減事業

等を実施したところでございます。 

 ７の養護老人ホーム運営事業及び８の特別養護

老人ホーム運営事業につきましては、社会福祉協

議会を指定管理者として両施設の管理運営を行っ

てもらったところでございます。 

 ７６ページでございます。 
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 ９の要介護認定審査事務では、認定申請による

訪問調査を行い、介護認定審査会を開催して審査

判定を行ったところでございます。なお、認定申

請数６,５４３件、訪問調査件数６,４２３件、審

査判定件数６,３９１件となっており、いずれも昨

年度と比べ減少しているところでございます。 

 １０の労働者の就労促進では、シルバー人材セ

ンターへ活動助成を行ったところでございます。 

 １１の災害復旧は、台風１５号による鹿島園の

空調機器が破損したことによる復旧でございます。 

 ７７ページから８０ページまでは、介護保険事

業特別会計に係る成果の説明でございまして、特

に給付状況については説明書に記載してあるとお

りでございますが、被保険者数が２万８,８５４人

で、昨年と比べて若干でございますが増加してお

ります。認定率は２１.１％となっておりまして、

昨年が２１.７％でございますので減少してきてお

ります。 

 給付費につきましても、９４億６,６５９万円、

対前年９８.６％ということで、平成１２年に介護

保険が開始されたところでございますが、初めて

対前年度比マイナスになったところでございます。 

 徴収率につきましては、９８.５％と昨年より若

干でございますが、微増というような状況でござ

います。詳細につきましては、説明書の記載どお

りでございますので、省略させていただきたいと

思います。 

 以上が、高齢・介護福祉課の主要施策の成果で

ございますが、決算の詳細につきましては、この

後、高齢・介護福祉課長のほうで御説明をさせて

いただきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）では、引き続き、一般会

計歳入歳出決算中、高齢・介護福祉課分について

補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

高齢・介護福祉課分について説明をさせていただ

きます。決算書の１０５ページをお開きいただき

たいと思います。 

 ３款１項１目社会福祉総務費、１９節負担金補

助及び交付金のうち高齢・介護福祉課分の支出済

額は、２,２４１万７,２６８円で社会福祉協議会

権利擁護センター運営補助金でございます。不用

額につきましては、人件費などの実績に伴います

不用でございます。 

 １１１ページをお開きいただきたいと思います。 

３款２項１目老人福祉総務費につきましては、

支出済額２億４,６０２万９,３６４円で、支出の

主なものは、備考欄をごらんいただきたいと思い

ますけれども、老人福祉管理運営費は、職員７人

分の給与費や敬老金。１１３ページをお開きくだ

さい。高齢者クラブ補助金、はり・きゅう・マッ

サージ等施術料助成などが、老人福祉施設管理費

では、入来高齢者福祉センターなどの指定管理料、

生活支援ハウス業務委託のほか施設の維持管理等

の経費及び小倉老人憩いの家譲渡に伴います地元

自治会への交付金などが、高齢者生活支援事業費

では、高齢者訪問給食サービス事業委託料が、在

宅介護者支援事業では、ねたきり老人介護手当及

び家族介護用品支給事業が主なものでございます。 

 不用額の主なものは、１１３ページの一番上の

ほうでございます。１３節委託料につきましては、

入来高齢者福祉センターなどの指定管理料と、訪

問給食サービス事業の執行残が主なものでござい

ます。１８節備品購入費につきましては、緊急通

報装置購入の執行残でございます。２０節扶助費

については、はり・きゅう・マッサージ施術料助

成や、ねたきり老人介護手当の利用実績が見込み

を下回ったことなどが主なものでございます。 

 次に、同項２目老人措置費につきましては、支

出済額４億５,４３１万８,０２５円で、養護老人

ホームの入所者にかかわります措置費でございま

す。 

 次に、同項３目介護保険対策費につきましては、

支出済額１３億８,５９５万６,７７３円で、支出

の主なものは、職員１６人分の給与費のほか、介

護保険事業特別会計操出金が主なものでございま

す。 

 不用額の主なものは、１１５ページをお開きく

ださい。１９節負担金補助及び交付金については、

介護保険サービス利用者負担額軽減事業補助金が

主なもので、年度末でないと把握できないため、

最大で見積もっているところでございます。

２０節扶助費につきましては、障害者ホームヘル

プサービス利用者支援事業の利用を予定しており

ましたけれども、利用がなかったものであります。

２８節繰出金につきましては、介護保険事業特別

会計繰出金に係る執行残で、給付費の伸びを最大

で見積もっているため、執行残が生じたものでご
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ざいます。 

 次に、同項４目養護老人ホーム費につきまして、

支出済額６,０８７万４,１８０円で、支出の主な

ものは、職員３人分の給与費のほか、甑島敬老園

の指定管理料及び空調設備工事でございます。 

 次に、同項５目特別養護老人ホーム費につきま

しては、支出済額２,０８３万３,８８６円で、支

出の主なものは、職員３人分の給与費のほか、備

品購入費でございます。 

 不用額の主なものは、給料費については、実績

に伴うものでございます。 

 次に、同項６目介護認定審査費につきましては、

支出済額１億１３万９,１２６円で、支出の主なも

のは、介護認定審査会委員６０人分及び介護認定

訪問調査嘱託員１６人分の報酬、要介護認定調査

委託料、介護認定支援システム保守委託などでご

ざいます。 

 不用額の主なものは、１節報酬につきましては、

認定審査会の中止や委員の欠席等に伴います不用

額でございます。１２節役務費については、介護

認定に係ります主治医の意見書作成手数料が見込

みより少なかったことに伴います執行残でござい

ます。１３節委託料につきましては、要介護認定

調査委託が見込みより少なかったことに伴います

執行残であります。 

 １３５ページをお開きください。 

 

５款１項１目労働諸費は、支出済額５,５４１

万９,５８６円のうち高齢・介護福祉課分は、労働

者福祉対策費のシルバー人材センターに対します

補助金２,５７０万円でございます。 

 ２０１ページをお開きください。 

 １１款４項１目現年公用・公共施設災害復旧費、

１５節工事請負費では、支出済額７,３６４万

８ ,１３２円のうち高齢・介護福祉課分は、

２０３ページをお開きください。備考欄の上から

３行目です。特別養護老人ホーム鹿島園空調設備

改修工事の７７８万２,０００円でございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。決算書

の１５ページをお開きください。 

 １３款２項１目民生費負担金、２節老人福祉費

負担金は、養護老人ホーム入所者負担金の老人福

祉費負担金が主なものでございます。 

 なお、過年度分の老人福祉費負担金１０万円に

つきましては、死亡から５年経過し相続人もいな

かったことから不納欠損処理を行いました。収入

未済額につきましては、過年度分の１名の未収入

でございます。 

 １７ページをお開きください。 

 １４款１項２目民生使用料中、高齢・介護福祉

課分につきましては、ふれあいドーム及び入来高

齢者福祉センター使用料が主なものでございます。 

 ３１ページをお開きください。 

 １５款１項１目民生費負担金、２節老人福祉費

負担金は、低所得者介護保険料軽減負担金で、国

の負担率は５０％でございます。 

 ３７ページをお開きください。 

 １６款１項１目民生費負担金、２節老人福祉費

負担金は、先ほど申しました低所得者介護保険料

軽減負担金で、これは県の負担率は２５％でござ

います。 

 次に、４１ページをお開きください。 

 同款２項２目民生費補助金、２節老人福祉費補

助金は、補助金の対象は３０人以上の団体で、補

助率は対象経費の３分の２であります。 

 同目６節介護保険事業費補助金は、システム改

修に伴うもので、補助率は２分の１、介護保険利

用者負担対策事業費補助金は、補助率４分の３で

ございます。 

 次に、５３ページをお開きください。 

 １７款１項２目利子及び配当金の高齢・介護福

祉課分は、真ん中あたりの介護保険高額介護サー

ビス費等資金貸付基金の利子収入でございます。 

 次に５９ページをお開きください。 

 ２１款３項１目貸付金元利収入、３７節特別養

護老人ホーム整備資金貸付金収入は、特別養護老

人ホーム寿里苑への貸付金収入でございます。 

 次に、６５ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入の高齢・介護福祉課分につ

きましては、備考欄の下から７行目から６７ペー

ジにかけましての甑島敬老園への派遣職員に係り

ます人件費収入が主なものでございます。 

 次に、財産に関する調書について御説明を申し

上げます。３６７ページをお開きください。 

 １、公有財産（１）土地及び建物ですけれども、

高齢・介護福祉課分は、土地の表の下の段、普通

財産の土地の減、４万３,６９１.２６平方メート

ルのうち９９９平米が高齢・介護福祉課分で、あ
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と、建物の表の中段あたり、公共用財産の社会福

祉施設、非木造の減、３１８.６０平米のうち

９１.７５平方メートルが高齢・介護福祉課分で、

これは小倉老人憩いの家譲渡に伴うものでござい

ます。 

 ３７２ページをお開きください。 

 ２、重要物品現在高調ですけれども、高齢・介

護福祉課分は表の右側の下の段です。雑品類の

１増でございますが、特別養護老人ホーム甑島敬

老園の洗濯乾燥機であります。 

 ３７３ページをお開きください。 

 ３、債権でございますけれども、高齢・介護福

祉課分は、３行目の寿里苑運営資金貸付金があり

ます。平成２７年度１５０万円償還がありまして、

年度末残高は２,５５０万円となっております。 

 次に、３７４ページをお開きください。 

 ４、基金ですけれども、高齢・介護福祉課では、

特定基金として下から６行目の介護給付費準備基

金がございます。この介護給付費準備基金は、年

度中に５,７５６万４,０００円を積み立てて、平

成 ２ ７ 年 度 末 の 残 高 は ２ 億 ９ , ８ ４ ２ 万

７,０００円となっております。 

 次に、３７５ページをお開きください。 

 運用基金では、介護保険高額介護サービス費等

資金貸付基金があります。基金の運用状況につい

て御説明いたしますので３８２ページをお開きく

ださい。 

 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金で

あ り ま す けど も 、平 成２ ７ 年 度 末残 高 は

１,２００万円となっております。平成２７年度中

の貸し付け実績はございませんでした。 

 以上で一般会計の説明を終わります。よろしく

お願いいたします。なお、細かな係数等につきま

しては、課長代理、主幹及びグループ長等に答弁

させますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りましたので、これより質疑をお願いします。 

○委員（福田俊一郎）先ほど寿里苑の貸付につ

いて御説明いただきまして、今回決算で１５０万

円の収入があって、残金が２,５００万円ぐらいと

いうことですが、あとどれぐらいの期日でこれは

完済する予定になっているんでしょうか。 

○ 高 齢 ・ 介 護 福 祉 課長 （ 橋 口 浩 文 ）

３,０００万円の貸し付けでございまして、平成

１４年にこれ契約をいたしまして、平成１５年度

から平成４４年度までの３０年間でありました、

貸し付け期間。１０年間据え置いて、今返済をし

ていただいておりまして、平成２５年から返済を

していただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで本案に係る審査を一時中止します。 

────────────── 

△議案第１４６号 決算の認定について 

（平成２７年度薩摩川内市介護保険事業特 

別会計歳入歳出決算） 

○委員長（永山伸一）次に、議案１４６号決算

の認定について（平成２７年度薩摩川内市介護保

険事業特別会計歳入歳出決算）を議題とします。 

 補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

介護保険事業特別会計について御説明いたします。 

 まず初めに、歳出について御説明いたしますの

で、決算書の３５１ページをお開きください。 

 １款保険給付費につきましては、支出済額

９４億６,６５９万１,６２５円で、居宅や施設に

おけるサービス給付費や高額給付費、介護予防に

係る給付費の支払いを行っております。 

 なお、不用額が多額となっておりますのは、介

護給付費の伸びを最大で見積もらざるを得ないこ

とによります執行残でございます。 

 ３款１項４目一次予防事業費につきましては、

支出済額１億６５５万２,０３４円で、支出の主な

ものは、３５３ページをお開きください。嘱託員

３名の報酬のほか、市社会福祉協議会への地域づ

くり事業業務委託や高齢者に対する介護予防事業

等でございます。 

 不用額の主なものは、８節報償費につきまして

は、介護予防元気度アップ事業のポイント転換が

見込みより少なかったものでございます。１３節

委託料につきましては、市内１７カ所の事業所に

委託しております介護予防事業への参加者が見込

みより少なかったことと、地域づくり事業業務委

託の執行残でございます。 

 次に、同項５目二次予防事業費につきましては、

支出済額２６８万２,０１１円で、支出の主なもの
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は、嘱託員１名の報酬でございます。 

 ３款２項１目介護予防ケアマネジメント事業費

に つ き ま し て は 、 支 出 済 額 ３ , ０ ０ ７ 万

９,５４７円で、支出の主なものは、職員３名の給

与費のほか、地域包括支援システム保守業務委託

料などが主なものでございます。 

 同項２目総合相談事業費につきましては、支出

済額４,５３３万２,８５１円で、支出の主なもの

は、嘱託員１名の報酬のほか、市内１２カ所の在

宅介護支援センターの介護予防普及業務委託料及

び総合相談業務委託料が主なものでございます。 

 不用額の主なものは、１３節委託料については、

実績に伴います不用額でございます。 

 次に、同項５目任意事業費につきましては、支

出済額２,４９３万７,７８３円で、支出の主なも

のは、嘱託員３名の報酬のほか、市医師会への在

宅医療支援センター業務委託でございます。 

 不用額の主なものは、１９節委託料につきまし

ては、実績に伴います執行残であります。 

 ３５５ページをお開きください。 

 同項６目地域包括支援センター運営協議会費に

つきましては、支出済額５万１,６８０円で、協議

会開催に伴います経費であります。 

 同項７目包括的支援事業一般管理費につきまし

ては、支出済額８,４７８万３０１円で、支出の主

なものは、嘱託員１名の報酬のほか、地域包括支

援センター運営事業委託でございます。 

 不用額の主なものは、１３節委託料で、実績に

伴います執行残であります。 

 次に、４款１項１目介護給付費準備基金積立金

に つ き ま し て は 、 支 出 済 額 ５ , ７ ５ ６ 万

４,０００円で、平成２８年度以降の介護給付費増

加に備え、介護保険料を積み立てたものでござい

ます。 

 ６款１項償還金及び還付加算金につきましては、

支出済額８,８０１万５,３６４円で、第１号被保

険者の介護保険料の過誤納付に係る還付金及び介

護保険給付費確定などに伴います国・県への返還

金でございます。 

 不用額の主なものは、１目第１号被保険者保険

料還付金で、実績に伴い不用額が生じたものでご

ざいます。 

 次に、歳入について御説明いたします。

３４５ページをお開きいただきたいと思います。

歳入につきましては、主なものについて説明をさ

せていただきます。 

 １款１項介護保険料は、６５歳以上の第１号被

保険者の保険料でございます。平成２７年度現年

分の保険料徴収率は、年金天引きによります特別

徴収については１００％でありますけども、普通

徴収に係ります現年分の収入未済額は２,６７２万

３,７９３円で収納率は８２.４％で、前年度と比

べ０.１％の増となっており、現年分全体の収納率

は９８.５％で、前年度と比べて０.１％の増とな

っております。 

 また、過年度分の収入未済額は４,１８２万

４,５８０円で、前年度より３２１万８,５９０円

増加し、収納率は１３.８％で前年度と比べて

２.３％の増となっております。 

 ３款１項２目督促手数料の収入未済額は、

６９万９,２００円で、収納率は２１.８％でござ

い ま す 。 なお 、 過年 度分 の う ち 、保 険 料

１ ,４２３万８５０円と、督促手数料１４万

８,０００円につきましては、不納欠損の処理を行

ったところでございます。 

 不納欠損処理後の保険料の収入未済額は

６,８５４万８,３７３円で、収納対策としまして

は、臨戸や電話催告等を行って収納率の向上を図

っているところでございます。 

 次に、４款国庫支出金につきましては、調定額、

収入済額同額の２７億８,１７６万９,９９９円で、

１項１目介護給付費負担金と２項１目調整交付金

及び同項４目地域支援事業交付金がございます。

負担率及び補助率につきましては、介護給付分は、

居宅２５％、施設２０％、地域支援事業分につき

ましては、介護予防２５％、包括的支援事業

３９％となっております。 

 次に、５款支払基金交付金につきましては、調

定額、収入済額同額の２６億６ ,６６６万

９,４１１円で、１項１目介護給付費交付金と同項

２目地域支援事業支援交付金があり、２号被保険

者の負担分として、社会保険診療報酬支払基金か

ら交付されるものであります。 

 負担率は、介護給付分及び地域支援事業ともに

２８％となっております。 

 ６款県支出金につきましては、調定額、収入済

額同額の１４億９,８７４万７,５７３円で、１項

１目介護給付費負担金と、３４７ページをお開き



 

- 34 - 

ください。３項１目地域支援事業交付金は、給付

費及び地域支援事業にかかわります県の負担分で

ございます。 

 負担率及び補助率は、介護給付費は、居宅

１２.５％、施設１７.５％、地域支援事業分につ

きましては、介護予防事業が１２.５％、包括的支

援事業が１９.５％となっております。 

 ７款１項１目利子及び配当金につきましては、

調定額、収入済額同額の１８万７,９３９円で、介

護給付費準備基金利子収入であります。 

 次に、９款繰入金につきましては、調定額、収

入済額同額の１２億５,５９２万６,６３１円で、

１項１目一般会計繰入金と、２項１目介護給付費

準備基金繰入金があり、１項１目一般会計繰入金

は、市の法定負担金分を一般会計から繰り入れる

ものでございます。 

 負担率は、介護給付分につきましては、居宅

１２.５％、施設１２.５％、地域支援事業分につ

きましては、介護予防１２.５％、包括的支援事業

１９.５％となっております。 

 １０款１項１目繰越金は、調定額、収入済額同

額の２億８,２０８万６,７５２円でございます。 

 １２款諸収入は、調定額、収入済額同額の

１,７５１万６,５０４円で、３４９ページをお開

きください。４項３目雑入の主なものは、国民健

康保険団体連合会一般会計積立資産返納金でござ

います。これは、介護給付審査手数料として平成

２７年度は１件当たり７７円を支払っております

けれども、この積立金が高額となったために、各

市町村の平成２０年度から平成２４年度分の手数

料収入の合計額見合で按分をして、平成２７年度

から平成２９年度までの３カ年にかけて返還され

ることとなったものでございます。 

 次に、３５７ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書でございます。歳入総額

１０２億９,２０２万９,０００円に対しまして、

歳出総額９９億６５８万７,０００円で、歳入歳出

差引額は３億８,５４４万２,０００円となり、翌

年度へ繰り越すべき財源はないことから実質収支

額 は 、 １ , ０ ０ ０ 円 未 満 切 り 捨 て の ３ 億

８,５４４万２,０００円となっておりますけれど

も、国・県等への返納金が１億６ ,０９７万

４,９２６円ありますことから、実質余剰金は２億

２,４４６万７,３４６円となります。これにつき

ましては、附属書の７７ページに記載のとおりで

ございます。 

 以上で、介護保険事業特別会計の説明を終わり

ます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）説明がありましたので、

これより質疑を行います。御質疑願います。 

○委員（上野一誠）決算ですから、あえてまた

言わなきゃいけないんですけど。いわば保険料の

収入未済額というのが、やっぱり年々ふえてきて

る動向があります。ですから、今後やはりここら

の対応の仕方も考えていかないと、約６,８００万

円、ますますこれもふえていくんではないかなと

いうことが想定されますけども。一応年金とかそ

ういうふうに引かれる分は、もう確実に入るんで

しょうけれど、それ以外の人たちがそういうこと

になるのかなと思うんですが。ここらの考え方に

ついて、いかがお考えでしょうか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）収納率に

つきましては、前年度より若干、本当にわずかな

んですけど０.１％ぐらいはふえているんですけど

も、実際金額といたしますと、年々ふえてきてい

るところでございます。 

 収納対策といたしましては、課内でも二人１組

での班編制をいたしまして、特に収納強化月間と

いいますか、８月と２月を強化月間と考えて、課

内の中でも臨戸等をしながら収納に努めていると

ころでございますが、なかなか収納につながらな

い部分もございますので、今後は皆で一緒になっ

て収納率向上に努めていきたいなということでご

ざいます。なかなか難しいところなんですけど、

済いません。 

○委員（上野一誠）すばらしい橋口課長のもと

で手腕を発揮してください。一応要望しときます。 

○委員長（永山伸一）要望であります。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 では、これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た。 

 以上で、高齢・介護福祉課の審査を終わります。

御苦労さまでした。 

────────────── 

△保護課の審査 

○委員長（永山伸一）では、次は、保護課の審

査を行います。 

────────────── 

△議案第１３４号 決算の認定について 

（平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入歳 

出決算） 

○委員長（永山伸一）先ほど審査を一時中止し

ておりました議案第１３４号決算の認定について

（平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決

算）を議題といたします。 

 それでは、保護課関係の決算の概要について、

部長に説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、決算附

属書の８１ページでございます。 

 １の生活保護制度におきましては、生活困窮者

に対します必要な保護と自立の助長を行ったとこ

ろでございます。３月時点で保護世帯数は

８００世帯となっております。高齢者世帯が

３９３世帯で４９.１％、その他世帯１３５世帯で

１ ６ . ９ ％ に な っ て お り ま す 。 保 護 率 は

１０.７９パーミルでございまして、扶助費が

１６億２,１６３万円でございまして、うち医療費

が９億８,７００万円と、医療扶助で６１％を占め

ている状況があるところでございます。 

 また、自立支援のために就労支援員を配置し、

被保護者に対しまして、就労意欲を喚起しながら

ハローワークにも同行するなど、各種指導を行っ

てきたところでございまして、５２人の就労がな

されまして、うち１６世帯が生活保護の廃止とな

ったところでございます。 

 ２の行旅病人等取扱い事務費につきましては、

行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づく行旅死亡人

の対応を行ったところでございます。 

 ８２ページでございます。 

 ３の市民相談に関すること、これにつきまして

は、生活困窮者自立支援法が昨年の４月１日に施

行されたことから、市民課でしておりました消費

生活相談、それらも含めましてワンストップ化を

図るために保護課のほうに移管したところでござ

いまして、消費生活の確保のための消費生活相談

員４名の配置及び関係機関－弁護士会、司法書

士会でございますが、これらの関係機関との連携

を図りながら、各種相談を実施させていただいた

ところでございます。 

 ４の生活困窮者自立支援事業では、生活保護に

至る前の、経済的に困窮し最低限度の生活を営む

ことができなくなるおそれのある者が、困窮状態

から早期に脱却することを支援するために、生活

困窮者本人の状況に応じた包括的かつ継続的な相

談支援を行い、その自立の促進を図ったところで

ございまして、初年度でございましたが、

１７０件の相談受付を行ったところでございます。 

 また、離職により住宅を失うおそれのある生活

困窮者に対しまして、３件でございましたが、住

居確保給付金も支給したところでございます。 

 以上が保護課の主要施策の成果でございますが、

決算の詳細につきましては、この後、保護課長の

ほうで御説明をさせていただきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、保護課分について補足説明を求めま

す。 

○保護課長（小原雅彦）それでは、保護課に係

る決算について、まず歳出について御説明申し上

げます。決算書の９３ページをお開きください。 

 ２款１項１２目市民相談交通防犯費、事項市民

相談事務費のうち、当課分の支出済額は４０６万

８,５９７円であります。備考欄のうち、主なもの

を御説明申し上げます。これは、消費生活相談員

一人分の報酬・社会保険料、無料法律相談業務委

託ほか１件などであります。 

 次に、決算書１０５ページをお開きください。 

 ３款１項１目社会福祉総務費のうち当課分は、

２,１５３万１,８０６円であります。備考欄で御

説明申し上げます。１０８ページをお開きくださ

い。 

 事項、行旅病人等取扱い事務費では、行旅死亡

人１件に係る葬儀委託料が主なもので、その下、

１事項置いて、事項、生活困窮者自立支援事業費

では、相談支援員３人分の報酬・社会保険料、就

学・子育て支援員一人分の報酬・社会保険料、生
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活困窮者自立相談支援事業業務委託ほか１件の委

託料、事業用保管庫５台ほか３件の備品購入費、

並びに失業等により住居費を払えなくなった者等

に支出した住居確保給付金であります。 

 次に、決算書１１９ページをお開きください。 

 ３款４項１目生活保護総務費の支出済額は、

２億４,５４０万６,２６０円であります。備考欄

で主なものを御説明申し上げます。 

 事項、生活保護管理運営費は、嘱託医二人分の

報酬。あけていただいて１２２ページ、保護課職

員１７人分の給与費、生活保護システムの保守業

務委託ほか１件の委託、平成２６年度生活保護費

等国庫負担金の実績額確定による差額分の国庫支

出金等精算返納金などが主なものであります。 

 次に、事項、生活保護適正実施推進事業費では、

生活保護の適正な運営を確保するために、生活保

護面接相談員など６人分の嘱託員の報酬及び社会

保険料などが主なものであります。 

 次に、事項、被保護者就労支援事業費の主なも

のは、被保護者の就労を支援し、自立を助長する

ための就労支援員一人分の嘱託員報酬及び社会保

険料などであります。主要施策の成果にあります

が、これにより就労を開始し、収入が安定し、

１６世帯が保護廃止となりました。 

 次に、３款４項２目扶助費の支出済額は、

１６億２,１６３万３,７８２円であります。備考

欄をごらんください。 

 １０項目の扶助費を支出しておりますが、ごら

んのとおり、支出状況として医療扶助費が突出し

ており、次いで生活扶助費、住宅扶助費が多額を

占めているという状況であります。 

 続きまして、歳入について御説明申し上げます。

決算書の３１ページをお開きください。 

 １５款１項１目民生費負担金、４節生活保護費

負担金の収入済額１２億１,９４９万５,０００円

は、被保護者就労支援事業に要した費用の４分の

３を被保護者就労支援事業費負担金として、また、

生活保護費として支出した費用の４分の３を生活

保護費負担金として国から受け入れたものであり

ます。 

 また、７節生活困窮者自立支援事業費負担金

１,１５８万３,０００円は、生活困窮者自立支援

事業に要した費用の４分の３を国から受け入れた

ものであります。 

 次に、３３ページをお開きください。 

 １５款２項２目民生費補助金、４節生活保護費

補助金の収入済額９９４万７,０００円は、生活保

護面接相談員など６人分の嘱託員の雇用に要する

経費について補助金を受け入れたもので、６節生

活困窮者自立支援事業費補助金の収入済額

３２１万４,０００円は、生活困窮者自立支援事業

の任意事業であります、就労準備支援事業と学習

支援事業に係る経費のうち、就労準備支援事業は

３分の２を、学習支援事業は２分の１を補助金と

して受け入れたものであります。 

 次に、３９ページをお開きください。 

 １６款１項１目民生費負担金、４節生活保護費

負担金の収入済額２,９１１万３,９８７円は、居

住地や帰来場所がないもの、例えば長期入院等に

よる被保護者分について、市が支弁した保護費、

保護施設事務費等の４分の１に相当する分につい

て、県負担金を受け入れたものであります。 

 次に、同じく３９ページです。 

 １６款２項１目総務費補助金、１節総務管理費

補助金の保護課分、消費者行政活性化事業補助金

は、消費生活相談員の研修費、啓発用消耗品など

について、県から定額分の補助金を受け入れたも

のであります。 

 次に、４７ページをお開きください。 

 １６款３項２目民生費委託金、１節社会福祉費

委託金の当課分は、備考欄、行旅病人取扱事務委

託金であります。これは、行旅死亡人の葬祭に要

した経費について、県から委託金として受け入れ

たものです。 

 次に、６１ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入、１節雑入の当課分ですが、

これは６６ページ、備考欄をごらんください。生

活保護費の返納金であります。 

 生活保護費返納金（滞納分）は、過年度分の保

護費返納金で、その下、生活保護費返納金は、現

年度分の保護費返納金。その下、生活保護費徴収

金は、現年度分の生活保護法第７８条に規定する

保護費の不正受給と判断した分の返還金でありま

す。この返納金に関する不納欠損額でありますが、

５件の８６万８,２２５円でありました。これらは、

保護者の死亡等により徴収不能となって、５年の

時効を経過したものであります。 

 また、収入未済額は１１５件、２,４５７万
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３,５９７円であります。これらは保護費返還金で

ありますが、徴収については努力しておりますが、

やはり生活困窮者であり、厳しい状況であります。

今後とも鋭意、徴収努力を続けてまいりたいと思

います。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し

上げます。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たが、これより質疑を行います。御質疑願います。 

○委員（上野一誠）就労促進事業に関するとい

うことで、この成果として、就労支援員が一人で、

支援対象者が８８人いる中で、就労した人員が

５２名という報告ですよね。非常にこれは、この

８８に対して５２というのは、それなりの成果を

上げられていらっしゃるんだなあというのは評価

できるんじゃないか。 

 そこで、心あるいろんな支援、心支えがあって、

働ける人は働いていくというのが大事で、そのほ

かにも今一人でというふうになってるんですが、

支援対象者というのは、仮に今、生活保護をもら

ってらっしゃる中に、支援対象者に加えて、これ

がふえて、仮に支援する支援員をふやしていくと

いう一つの捉え方からしたら、この数字というの

はふやしていける可能なものなのかどうなのか。

それはどうなんですか。 

○保護課長（小原雅彦）就労支援事業費は国の

補助を受けて実施するものでありますが、基本的

に、その対象となるものが、１２０世帯に一人と

いうような配置基準がございまして、この対象が

今８８世帯でございますので、対象者が基本的に

ふえますならば、この１２０の基準、これを超え

てすることとなると思いますが、今のところは稼

働年齢層と言われておりますその他世帯が、本市

１３０世帯ありますけれども、うち就労可能な分

として我々が選定したものが８８程度でございま

すので、これに稼働年齢層が、さらにそういう世

帯数がふえますならば、その状況をまた踏まえて、

この就労支援員の増員ということも、また考えて

いかなければならないというふうなことになるだ

ろうと考えます。 

○委員（上野一誠）わかりました。 

 生活保護をもらって不正受給というのがいろい

ろ報告をされましたよね。ですから、生活保護を

もらえる方は、特に医療扶助の関係が多いんです

けども、やっぱりできるだけ働く意思がある方も、

不正受給じゃないんでしょうけども、それなりの

審査を受けてもらってらっしゃるわけですから、

生活保護返納という形がより出てくれれば、一つ

の応急的な部分としてやっていけるんでしょうけ

ども。何であの人が生活保護もらってんのとか、

地域によって地域の目というのもあったりして、

そういうものについての判断の基準というのがい

ろいろあられるとは思うんですが、もらってる人

がどうこうっていうんじゃないんだけども、やっ

ぱりそういう意味では、できるだけ社会復帰でき

る、そういう努力は維持しつつ、また行政として

もやっていただきたいというふうに、これは要望

として。 

○委員長（永山伸一）要望ですね。 

ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、保護課の審査を終わります。御苦労さ

までした。 

────────────── 

△子育て支援課の審査 

○委員長（永山伸一）次は、子育て支援課の審

査を行います。 

 それでは、子育て支援課関係の決算の概要につ

いて、部長に説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）決算附属書の

８３ページをお開きいただきたいと思います。 

 まず、１、女性・家庭児童相談事業では、要保

護女子のＤＶ相談や児童虐待など、家庭や養育に

おける相談等に応じ、あわせて指導、助言を行っ

たところでございます。ちなみに、ＤＶで２２件、

児童虐待で６３件の相談を受けてるところでござ

います。 

 次に、８４ページから８５ページになりますが、

子育てと仕事が両立できる環境づくりでは、多種

多様化する保育ニーズに応えるために、保育園で

の延長保育・一時預かり保育事業等の促進・推進、

ファミリー・サポート・センター事業等によりま

す保育サービスの充実を図るとともに、親子で参

加できる育児リフレッシュ事業を実施し、育児不

安・負担の解消を図ってきたところでございます。 

 また、児童福祉施設整備事業の実施により、待

機児童の解消及び保育環境の改善を図ったところ
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でございまして、８６ページの３、生活を支える

子育て支援の充実におきましては、国の制度改正

による児童手当の支給、消費税引き上げに伴う子

育て世帯臨時特例給付金の支給及びひとり親家庭

等に児童扶養手当の支給を行い、生活の安定及び

児童福祉の増進を図ってまいりました。 

 ８７ページでございますが、４、児童クラブの

拡充では、年度内に開設した２カ所を加え、市内

２０カ所の児童クラブの運営に関する補助を行っ

たところでございます。 

 ８８ページの５、特定教育施設、地域型保育事

業の運営では、市内外２６カ所の保育所、４カ所

の認定こども園と６カ所の地域型保育事業及び

里・下甑地域のへき地保育所において乳幼児の保

育を行い、児童福祉の増進を図ってまいりました。 

 ８９ページになりますが、６、ひとり親家庭等

の生活の安定と向上では、母子・父子家庭などの

ひとり親家庭等への医療費を助成するとともに、

母子家庭の自立促進のための能力開発や資格取得

を支援したところでございます。 

 ７の子どもの健康と福祉の充実では、中学校修

了までの児童を対象に、保険診療に係る医療費の

全額助成を行ったところでございまして、資料の

中に書いてございますが、県費で６,８２５万

５ , ０ ０ ０ 円 、 単 独 事 業 と し ま し て ２ 億

２,１４３万７,０００円ということで、約２億

９,０００万円程度の医療扶助を行ったところでご

ざいます。 

 ８の就園援助体制等の充実では、国の幼稚園就

園奨励事業に基づき、保育料等の減免措置を行う

ために、施設給付を受けない私立幼稚園の設置者

に補助を行ったところでございます。 

 また、県の多子世帯保育料等軽減事業に基づき

まして、私立幼稚園就園奨励費補助金の対象園児

で第３子以降の園児の保護者に対し、保育料自己

負担軽減のための補助金の交付を行ったところで

ございます。 

 以上が、子育て支援課の主要施策でございます

が、決算の詳細につきましては、この後、子育て

支援課長のほうで御説明をさせていただきたいと

思います。 

○委員長（永山伸一）では引き続き、一般会計

歳入歳出決算中、子育て支援課分について補足説

明を求めます。 

○子育て支援課長（知識伸一）子育て支援課で

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、子育て支援課の平成２７年度決算に

ついて、まず歳出から御説明申し上げます。歳入

歳出決算書の１１５ページをお開きください。 

 ３款３項１目児童福祉総務費、支出済額は４億

６５７万１,９８０円でございます。 

 事項、児童福祉費管理運営費の主なものは、備

考欄をごらんください。行政事務嘱託員３人、フ

ァミリーサポートセンター業務嘱託員一人、子ど

も・子育て支援会議委員報酬１４人と職員１２人

の人件費。あけていただいて１１７ページ、地域

子育て支援センター、病児保育事業、育児リフレ

ッシュ事業等の委託料、延長保育事業補助金、障

害児保育事業補助金、一時預かり事業補助金が主

なものでございます。 

 事項、児童福祉施設整備費は、県の安心こども

基金事業を活用いたしました、せんだい幼稚園大

規模改修工事に対する補助金で、交付予定額の

３３.７％を支出しております。なお、児童福祉施

設整備費１９節負担金補助及び交付金で、２億

８,０２５万８,０００円の繰越明許費の計上を行

っております。これにつきましては、せんだい幼

稚園大規模改修工事と川内すわ保育園増改築工事

と認定こども園びぼあ増改築工事の補助金を計上

しておりましたが、工期に不測の期間がかかるた

めに、いずれも本年度へ繰り越しております。 

 事項、女性・家庭児童相談費は、女性・家庭生

活支援相談員３人に係る人件費ほか、婦人相談及

び児童相談管理システムの保守委託料が主なもの

でございます。 

 事項、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費は、

消費税引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩

和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図

る観点から臨時的な給付措置として実施いたしま

した。申請がありました７,５６９件に対しまして、

４,１０５万８,０００円の給付金を支給いたしま

した。今回は、児童一人当たり３,０００円の支給

でございました。 

 あけていただきまして１１９ページ、事項、幼

稚園就園奨励事業費は、私立幼稚園５園分の私立

幼稚園就園奨励費補助金と７人分の私立幼稚園多

子世帯保育料等軽減事業補助金でございます。 

 ここで１１５ページに戻っていただきまして、
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１３節委託料で、１,７６９万９,６９６円の不用

額が生じておりますが、これにつきましては、病

児保育の利用者数の減と地域子育て支援センター

の開設が１カ所本年度にずれたことによりまして、

執行残が生じております。 

 あけていただきまして、１９節負担金補助金及

び交付金で、８,８０５万９,２００円の不用額は、

子ども・子育て支援新制度がスタートいたしまし

たが、国からの単価等の基準が示されたのが遅く、

実数を把握するのに時間を要しましたことにより、

多額の不用額を生じておるところでございます。 

 １１９ページに戻っていただきまして、２目児

童措置費、支出済額１７億２,９１７万５,０００

円でありまして、内容は児童手当でございます。 

 ３目児童館費、支出済額１億３ ,６１２万

８６８円でございまして、内容は、２０の放課後

児童クラブに対する運営補助金等でございます。

子ども・子育て支援新制度によりまして、放課後

児童クラブでも運営費が増額されておりまして、

平成２７年度の一つの児童クラブの運営費の伸び

を比べましたところ、１２.１％の増となっておる

ところでございます。 

 ４目保育園費、支出済額３０億９,６７１万

７,７１１円でございまして、内容は、下甑保育園

の保育士業務嘱託員２名に係る人件費、里保育園

の指定管理委託料、そして本土地域の保育園と認

定こども園、それに地域型保育事業所の運営費と

して支払います扶助費でございます。 

 平成２７年４月から子ども・子育て支援新制度

が開始されまして、幼稚園と保育所の機能や特徴

をあわせ持つ認定こども園や保育所、小規模保育

事業所、それに事業所内保育所で保育が必要な子

ども等を保育いたしまして、福祉の増進を図った

ところでございます。 

 なお、認定こども園につきましては、１号認定、

これは従来の幼稚園部分の園児部分が、平成

２７年度からの新しい市の負担となりました。 

 また、保育園につきましては、運営費の増額等

ありましたが、制度としてはほぼ従来のとおりで、

地域型保育事業所、これにつきましても、小規模

保育事業所が４カ所と事業所内保育事業所２カ所

が、平成２７年度からの新たな市の負担となった

ところでございます。 

 新制度になりましたことによりまして、運営費

につきましても、対前年費約７億円、率にして

２８.２％の増となっておるところでございます。 

 ５目母子福祉費、支出済額５億７,８２３万

４,５０１円でございまして、事項、母子福祉対策

事業費の主なものは、ひとり親家庭等医療費助成

費及び母子家庭自立支援給付金の扶助費のほか、

母子寡婦福祉会運営費補助金等でございます。 

 事項、児童扶養手当福祉費は、児童扶養手当の

扶助費が主なものでございます。 

 事項、母子生活支援施設措置費は、平成２６年

度分の精算確定による国庫負担金等の返納金でご

ざいまして、平成２７年度は母子寮等への入所は

ございませんでした。 

 次は、１２３ページをお開きください。 

 ４款１項１目保健衛生総務費のうち子育て支援

課分は、備考欄の事項、子ども医療費助成費で、

支出済額は３億３４４万８,２２１円でございます。

内容は、審査集計機関への審査手数料、医療機関

への助成事業報告事務手数料、そして医療費助成

の扶助費が主なものでございます。なお、２０節

扶助費で、３,９２８万７,１９８円の不用額が生

じておりますが、これにつきましては、インフル

エンザ等の流行がなかったことにより、執行残が

生じておるところでございます。 

 以上、歳出でございます。 

 引き続き、歳入について御説明いたしますので、

歳入歳出決算書は戻っていただき、１５ページを

お開きください。 

 １３款２項１目民生費負担金、３節児童福祉費

負担金でございます。内容は備考欄記載のとおり、

保育所の保護者負担金、保育料が主で、その他、

子育て支援短期利用負担金でございます。 

 不納欠損額２２万１,５００円は、私立の一つの

保育園滞納分で、平成１７年から平成２２年度分

の保育料滞納分につきまして、消滅時効によりま

して、２０件３人分を処理いたしたところでござ

います。 

 また、収入未済は私立保育園の保育料が主なも

ので、現年分が３９１万１,４９０円、滞納分が

１,０１７万９,５９０円、及び子育て支援短期入

所利用負担金が７万８,７００円でございます。保

育料の収納対策といたしまして、督促手数料と合

わせまして、平成２５年度から各保育園の園長に

お願いいたしまして、収納業務委託を実施し、収
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納対策を図るとともに、児童手当の窓口払いとい

たしまして、手当からの納入を促しているところ

でございます。実績といたしまして、平成２６年

度末の収入未済額が１,６８２万６,７７０円でご

ざいましたので、差し引き２７３万５,６９０円、

収入未済額が減少いたしましたが、まだまだ多額

の収入未済がありますので、今後もまた収納に努

めていきたいと考えております。 

 次は、２７ページをお開きください。 

 １４款２項２目民生手数料、１節民生手数料は、

児童手当受給証明手数料でございます。 

 次の２節督促手数料は保育料滞納分に係るもの

で、不納欠損額１,７００円は、平成１７年度から

平成２２年度の３人分につきまして、保育料とあ

わせ処理いたしたものでございます。収入未済額

は１１万９,７００円でございます。 

 次に、３１ページをお開きください。 

 １５款１項１目民生費負担金でございます。

３節児童福祉費負担金のうち子育て支援課分は、

備考欄二つ目の米印になります。児童扶養手当、

児童手当、保育所運営費に充てる子どものための

教育・保育給付費負担金等の国庫負担金でござい

ます。 

 次は、３３ページ、２項国庫補助金でございま

す。子育て支援課分は、備考欄中ほど、２目民生

費補助金、１節社会福祉費補助金のうち備考欄二

つ目の米印、児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業

費補助金で、女性相談員の人件費等に対する補助

でございます。 

 次の３節児童福祉費補助金は、子育て世帯臨時

特例給付金給付事業費補助金と、それに伴います

事務費、母子家庭の自立を支援する教育訓練給付

に充てる母子家庭等自立支援給付金事業補助金、

及び子ども・子育て支援新制度に伴います、地域

子育て支援１３事業、これは児童クラブですとか、

延長保育ですとか、一時預かり事業等に充てる子

ども・子育て支援交付金でございます。 

 なお、収入未済額１億４,７５４万８,０００円

につきましては、保育所等整備交付金事業が明許

繰越になった関係で収入未済となっております。 

 次は３７ページ、８目教育費補助金、３節幼稚

園費補助金で、就園奨励費補助金の私立幼稚園分

でございます。 

 次は、３９ページをお開きください。 

 １６款１項県負担金、１目民生費負担金、３節

児童福祉費負担金でございます。子育て支援課分

は、備考欄二つ目の米印、児童手当負担金と保育

所運営費に充てる子どものための教育・保育給付

費負担金の県負担金でございます。 

 次は、あけていただきまして４１ページ、２項

２目民生費補助金、子育て支援課分は、３節児童

福祉費補助金で、子どものための教育・保育給付

費地方単独補助金、これにつきましては、認定こ

ども園運営費の一部補助金です。ひとり親家庭等

医療費助成事業費補助金、子ども・子育て支援新

制度に伴います、地域子育て支援１３事業に充て

る、地域子ども・子育て支援事業費補助金等の県

補助金でございます。 

 なお、収入未済額１億６４１万９,０００円につ

きましては、認定こども園整備事業補助金が明許

繰越になった関係で収入未済となっております。 

 ３目衛生費補助金、１節保健衛生費補助金、子

育て支援課分は、乳幼児医療費補助金でございま

す。 

 次は、４７ページをお開きください。 

 ３項県委託金で子育て支援課分は、２目民生費

委託金、１節社会福祉費委託金のうち、備考欄最

下段の権限移譲事務委託金で母子寡婦福祉資金貸

付事務に対するものでございます。 

 次は、６５ページをお開きください。 

 ２１款諸収入の５項４目１節雑入でございます。

子育て支援課分は、備考欄下のほう、子ども手当

返納金は１名分、児童扶養手当返納金は３名分、

ひとり親家庭等医療費助成返納金は１名分、保育

所運営費精算返納金は１保育所分、延長保育促進

事業補助金返還金は、平成２６年度会計検査指摘

によります返還金で、３保育所分でございます。

地域児童福祉事業等調査委託費は、アンケート調

査に対します県からの謝金でございます。 

 以上で、歳入歳出決算書、子育て支援課分の説

明を終わります。よろしくお願い申しいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たので、これより質疑を行います。御質疑願いま

す。 

○委員（森永靖子）質問というより、８４ペー

ジの病児保育ってことは、病気中でもっていうこ

とですよね。病後児ではないんですよね。 

○子育て支援課長（知識伸一）病児保育につき
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ましては、今、関小児科さんが１カ所やっておら

れまして、病気中のお子様と、それから病気の回

復期、両方ともみておられるとこでございます。 

 先ほどちょっと説明いたしましたんですけど、

若干その利用人数が今減ってきている状況という

ことでございます。 

 以上でございます。 

○委員（森永靖子）勘違いでしょうかね、最初

は、病気中はやはり１日、２日ぐらいは母親、父

親がみて、回復期にあった病後児に使用というこ

とで、病後児保育だったと記憶してるんですが、

今、病児保育ってことは、病気中であってもみて

くださるってことですよね。 

○子育て支援課長（知識伸一）今おっしゃるよ

うに、病児保育につきましては、病気中のお子様

も大丈夫であるということであれば、病院のほう

でみていただけるんですけど、新しい違う制度で、

病後保育というのもございます。 

 それは例えばの話ですけど、保育園等のそうい

う整った施設があって、そこで回復期の方をする

というのがあるんですけど、関さんの場合はもう

先生がしてらっしゃるもんですから、病気中と病

後と両方行っていらっしゃるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、議案第１３４号決算の認定について

（平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決

算）のうち、本委員会付託分の質疑は全て終了い

たしましたので、これより討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た。 

 以上で、子育て支援課の審査を終わります。当

局の皆様、本当に御苦労さまでした。監査委員も

本当にありがとうございました。 

────────────── 

△委員会報告書の取扱い 

○委員長（永山伸一）以上で日程の全てを終わ

りましたが、委員会報告書の取りまとめについて

は、委員長に御一任いただくことに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。よ

って、そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉会中の委員派遣の取扱い 

○委員長（永山伸一）次に、閉会中の委員派遣

の取り扱いについてお諮りします。 

 現在のところ、閉会中の現地視察は予定してお

りませんが、今後必要となった場合の委員派遣の

取り扱いは委員長に一任いただきたいと思います。 

 ついては、そのように取り扱うことに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。よ

って、そのように決定しました。 

────────────── 

△開  会 

○委員長（永山伸一）以上で、市民福祉委員会

を閉会いたします。 

 大変お疲れさまでした。 
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